
第１８回田原市男女共同参画推進懇話会 
日時：平成２５年３月４日（月）   

午後４時から         

場所：田原福祉センター３階大会議室 

 

１ あいさつ 

 

 

２ 報告事項 

（１）各委員の取組【資料１】 

 

 

 

（２）平成２４年度・２５年度の市の男女共同参画推進事業について 

【資料２－１】【資料２－２】 

 

 

 

 

３ 議 題 

（１）市民提案型委託制度 男女共同参画シンボルマークについて【資料３】 

 

 

 

 

（２）田原市男女共同参画推進プラン＜改訂版＞最終案について 

【資料４－１】【資料４－２】 

 

 

 

 

 



（３）第６回男女共同参画フェスティバルの開催内容について【資料５】 

 

 

 

 

 

（４）次期懇話会の委員推薦・公募委員募集について 

【資料６－１】【資料６－２】 

 

 

 

 

 

４ その他 

 ○次回懇話会：平成２５年５月頃（予定） 

 

 

 

 

＜配布資料＞ 

【資料１】各委員の取組状況 

【資料２－１】市の男女共同参画推進事業（平成 24 年度・25 年度事業） 

【資料２－２】男女共同参画ニュース Walk Together（広報たはら２月１日号） 

【資料３】田原市の男女共同参画シンボルマーク 市民投票結果 

【資料４－１】田原市男女共同参画推進プラン＜改訂版＞改訂内容一覧 

【資料４－２】田原市男女共同参画推進プラン＜改訂版＞（案） 

【資料５】男女共同参画フェスティバルについて 

【資料６－１】田原市男女共同参画推進懇話会委員推薦依頼 

【資料６－２】田原市男女共同参画推進懇話会公募委員募集 
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各委員による取組状況報告 
平成２５年３月４日（月）第１８回懇話会 

 

 委員連絡票 １  

 

名  前 
たはら国際交流協会 

松野 美香 
連絡票№ １ 

  

 

本年度も各語学教室において講師を依頼したところ、一般の

方から退職後の教師の方まで、老若男女問わず引き受けてくだ

さいました。来年度も継続して、さまざまな方に依頼していきた

いと思います。 

また、市民皆さんの趣味を生かして、国際交流活動に協力し

ていただけたらと思いますので、参加を呼びかけていきたいと

考えています。 

 

資料１ 
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 委員連絡票 ２  

 

名  前 
女性会議WIT ウィット 

森下 静子 
連絡票№ ２ 

  

【24年度を振り返って】 

1．今年は、「人権擁護委員」で人権相談、人権啓発活動を行いました。 

相談業務をやるための研修を受ける中で人権意識を高める多くの大切なことを学ぶ場面と

なりました。私を含めて人権擁護委員となったことで気づき学ぶそして社会化していくことがで

きることが大きな効果です。男女参画懇話会も、そのような気づきと学びの場となり、感性と知

識を持った人が一人でも増えることそのものが健康な男女参画社会ではないかと感じます。 

 

2．東三にじの会 の役員となり担当で書記をやりました。通信に各所で活動する 87 名の皆

さんの一言、活動報告、近況報告などをいただいて「にじいろポスト」欄を作りました。 

県に男女共同参画研修に一年間行かれて 24 年度は永井和子さんが新規に加入され、25

年度は朽木倫子さんが加入します。昨年「この研修を一年間受けてきたメンバーにぜひ懇話

会に入ってもらえるしくみにしてほしい」と懇話会で提案がありましたが、25 年度こそ実現して

いってください。 

 

3．女性会議ウイットでは、この一年間山上千恵子監督による映画「潮風の村から」の作成に

協力しています。 

会員で産婦人科医師の北山郁子さんが 64 年前に渥美半島に来てその後 地域の女性の

身体と心に寄り添って生きてきた生きざまをドキュメンタリーで描いた作品です。2 月 3 日のあ

つみＮＰＯの集いでは映画評論家の高野史枝さんにお話しいただいたり、8月の参画フェスで

は山上監督にお話しいただきました。 

5 月に完成予定の 1 時間の作品です。是非、最初は懇話会主催で田原市で上映会をして

ほしいと思います。 

 

【気になる話題】 

1．101、これはＮＧＯ世界経済フォーラム（スイスの研究機関）が発表した2012年の「ジェン

ダーギャップ指数」ランキング。日本の総合順位は 135 か国中101 位（前年98 位）。政治110

位、経済102 位、教育81 位、保険34 位、と各分野の男女格差は大きく、下位を低迷していま

す。こうした状況に「ジャパン男女共同参画タスクフォース」が世界経済フォーラム内に発足し

（11 月22 日）2015 年までに日本の経済的男女格差10 パーセント縮小を目指してデータ分析

や情報交換に取り組みます。 
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男女共同参画推進を掲げて施策を投じていますが、このように日本は進んでいっていませ

ん。一つの要因として日本の国にとって、女性が戦後 30～40 年間置かれていた位置づけで

は立ち行かないことになった、からという理由で「男女共同参画」という方式を打ち出してきて

いるところにあるのではないでしょうか。 

急がばまわれと言いますが、純粋に女性の「人権尊重」のないことに気づくことからはじめな

いと 結果として社会の幸せをもたらすことにならないのではないかと思われます。 

 

2．女子柔道暴力問題について  

「女子柔道暴力問題:山口香・ＪＯＣ理事に聞く／上 特定の選手、見せしめ」＠毎日jp 

2013 年02 月10 日 

◇対応鈍い全柔連…もともと彼らの中では軽い問題 

 柔道全日本女子の１５人が告発した暴力、パワーハラスメント問題。選手から相談を受

け、告発を後押しした柔道日本女子初の世界王者で、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）理事の

山口香・筑波大大学院准教授（４８）が毎日新聞のインタビューに応じた。問題の真相、柔道

界が抱える課題とは。２回にわたって紹介する。【聞き手・藤野智成】 

 

－－選手の告発をサポートすることになった経緯は。 

 ◆サポートではなく、最初に全日本柔道連盟（全柔連）に訴えたのは私です。ロンドン五輪

も終わった（１２年）９月の終わり。何人かの女子選手との雑談の中で体罰が話題に上がった

際、ある選手が「ナショナルチームでもあるよね」って。話を聞き出すと、園田隆二・女子監督

（当時）の代表合宿での暴力やパワハラの話が出てきました。暴力の標的として、声を上げる

のが苦手な一人の選手の名が挙がりました。他の選手や周辺のコーチに確かめると、おおむ

ね同じ答えが返ってきました。程度の問題もあるので、男性コーチに問うと「ボコボコ」という表

現を使った。これは手ではたいた程度の話ではない、暴力だろうと考え、すぐに全柔連幹部に

伝えました。 

 

 －－全柔連の対応は。 

◆全柔連は園田監督に事実を確認し、園田監督は暴力を認めました。幹部は被害を受け

た女子選手からも聞き取りし、謝罪しました。しかし、その後の海外遠征の時です。園田監督

は集合の際、その選手に「何か文句があるのか」と言い、その選手が試合で好成績を出すと、

皆の前で「勝てたのは、厳しく指導したからだ」というような話をしたと、選手たちから聞きまし

た。 

 

 －－再び全柔連に抗議を？ 

 ◆私には女子柔道が恵まれない時期から取り組んできた自負がある。殴らなくては強くな

らないなんて、ふざけるなと思いました。女子選手がこんなふうに扱われるのが許せませんで
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した。１６年リオデジャネイロ五輪に向けた新体制の人選の時期であり、園田監督の交代を訴

えました。でも幹部の回答は「園田には情熱がある、指導力がある」。そのまま全柔連は１１月５

日に園田監督続投を発表しました。 

 

 －－そして告発へ。 

 ◆私がいくら訴えても全柔連は、私を納得させようとするばかりで、事態は動かない。仮に

私が騒いで、監督を交代させられても、そこに何の意味があるのかと思いました。選手はまた

同じような目に遭った時、また泣きつくのか、と。「あなたたちで声を上げるしかない。でなけれ

ば、抑止力にならない」と伝えました。私が全柔連と激しくやり合うのを見る中で、彼女たちは

変わってきました。他人でもこんなに怒るんだ、と。特定の選手が見せしめのように殴られ、空

気が張り詰め、周囲の選手も見ているだけ。ビクビクして監督の顔色をうかがう。ある選手は

「我慢しなくてはいけない、文句を言ってはいけないと、まひしていました」と言いました。そし

て、告発を決断したのです。 

 

 －－全柔連の対応が鈍かったのが、事態を重くした。 

 ◆全柔連は事態を隠蔽（いんぺい）したわけでも、軽く扱おうとしたわけでもないと思いま

す。もともと彼らの中では、軽い問題なのです。園田監督が「（現役時代、指導者に）たたかれ

たことがあるが、体罰と思ったことはない」と記者会見で語ったように、殴られることは当たり前

なのです。今も「世界に出て行くんだから、当たり前だろ。何を騒いでいるんだ」と考えている

人は少なくないでしょう。 

 

 －－全柔連の指導者３人が辞任した今の１５人の心境は？ 

 ◆彼女たちも傷ついている。園田監督の記者会見を涙して見たと思う。どれだけ痛めつ

けられても、監督は親みたいなもの。自分たちが我慢していればよかったのでは、と感じてい

ると思います。 

 

 －－１５人の氏名を公表すべきだという意見が一部にある。 

 ◆今回の件で、彼女たちになんら非はないと私は思っています。その彼女たちの氏名を

誰に、何の目的で公表すべきだと言うのでしょうか。百歩譲って、彼女たちの氏名を公表して

公の場で闘う理由があるなら、それは双方の意見が食い違っている時です。既に園田監督ら

は事実を認め、謝罪しています。私がメディアの取材を受け、矢面に立つのは、彼女たちが

更に傷つくことは避けたいからです。 

 

 ■人物略歴 

 ◇やまぐち・かおり 

 ６４年、東京都生まれ。筑波大時代の８４年世界選手権女子５２キロ級を制し、日本女子初
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の世界選手権覇者に。公開競技の８８年ソウル五輪で銅メダル。８９年に筑波大大学院を修了

し、現役引退。現在は同大学院准教授。ＪＯＣでは理事、女性スポーツ専門部会長。山口香さ

んインタビューの下です。「告発の深層」なんていう見出しになっております。 

全柔連だけでなく日本のスポーツ関係者は、山口さんがいたことを幸いに思わなければい

けないです。 

「告発の真相:女子柔道暴力問題 山口香・ＪＯＣ理事に聞く／下 暴力撲滅の宣言を」＠毎

日jp 

 

毎日新聞 2013 年02 月11 日 東京朝刊 

 柔道全日本女子の暴力問題で、１５人の告発を後押しした日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）

理事の山口香・筑波大大学院准教授（４８）に聞くインタビュー企画。後半は、この問題を機

に、日本柔道界、スポーツ界に求められる変革について聞いた。【聞き手・藤野智成】 

 －－柔道界で暴力を容認する風潮があったのはなぜか。 

 ◆格闘技の性質上、他のスポーツより暴力への境界を飛び越えやすいのかもしれませ

ん。講道館柔道の創始者、嘉納治五郎の教えの基本に「精力善用」とあります。「社会の善い

方向のために力を用いなさい」と。今回、暴力に陥った理由を「選手を強くしたかったから」と

釈明されていますが、日本柔道界が嘉納師範の教えに学んでいないということを示していま

す。 

 

 －－柔道界はこの問題をどう受け止めるべきか。 

 ◆この平和な世の中で柔道をスポーツとして発展させていくには、指導者が心して掛かる

必要があるでしょう。柔道の技も使い方を誤れば、暴力になりうる。絶対に暴力を振るう人間で

ないことを示さないと、柔道なんて教えるな、危険な人間を作るな、という論調になる。中学校

で必修化された武道の選択科目からも柔道を外せ、となる。柔道の根幹に関わる問題なので

す。 

 －－男性だけで構成する全日本柔道連盟の理事に女性の登用を求める意見もある。 

 ◆今は上下関係が厳しく男性でも自由に物を言えない空気がある。柔道界の常識は世間

の非常識ということも多々ある。女性というより、今後は組織としての多様性が求められる。外

部有識者も入れていくべきです。 

 

 －－代表選考の明確な基準作りも必要？ 

 ◆代表選手選考についても、これまで海外で戦える選手を選ぶという建前で、基準があ

いまいにされ、議論を呼ぶ選考もありました。選手が暴力を受けながら抗議できなかった背景

には、指導者が選考に影響力を持つゆえ、声を上げるのをためらったと思われます。誰が見

ても、納得のいく基準が求められます。競泳では、００年シドニー五輪で千葉すずさんが代表

選考から漏れ、日本人として初めてスポーツ仲裁裁判所に提訴しましたが、それを機に選考
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基準が明確化され、今では北島康介選手ですら特別扱いは受けない。競泳陣が成果を出し

ている背景の一つだと考えます。 

 

 －－改めて柔道に求められる人づくりは。 

 ◆欧州ではスポーツで何を学んでいるかといえば、自律です。やらされるとか、指導者が

見ている、見ていないとかではなく、ルールは自分の中にあります。ゴルフがいい例で、スコア

はセルフジャッジ。ラグビーやテニスも近くに監督はいません。自律と自立を併せ持つ人づくり

にスポーツが有用とされており、それこそ成熟したスポーツと言えます。 

 

 －－現在、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を中心に、各競技団体が暴力の実態調査を

進めている。 

 ◆過去をほじくり返しても仕方がないと思います。まずスポーツ界全体で、暴力撲滅の宣

言をすることが重要です。体罰や暴力が発覚することにビクビクとするのではなく、過去には、

体罰や暴力があったことを認めた上で、ＪＯＣや各競技団体が宣言に署名し、今後は愛のム

チなどというものは一切認めない、見聞きしたら、厳しく処罰すると誓うのです。現在、暴力を

訴える勇気がなく、苦しんでいる人たちには光となります。 

 

 －－今回の暴力問題は、東京が目指す２０年夏季五輪招致と絡めて語られることが多

い。 

 ◆こういう状況で、スポーツが夢や感動を与えるなどと上っ面のことは言えません。日本ス

ポーツ界は変わります、と世界に宣言し、だから２０年五輪で必ずそれを見せます、と訴えるの

です。１９６４年東京五輪の際は、体罰を容認している時代。（国民が）歯車の中にあり、「我慢し

なさい、苦労しなさい、根性だ」という時代背景がありました。でも日本は変わりました。今は世

界に並ぶ先進国になり、スポーツ先進国とはどういうものか、２０年五輪で必ず見せます、と世

界に向けて宣言するのです。１５人の選手の告発で、くすぶっていたものが表面化した今、そ

の覚悟が我々に突きつけられています。 
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 委員連絡票 ３  
 

名  前 
公募委員 

永田 みよ江 
連絡票№ ３ 

  

 ２月１７日（日）まどか文庫主催の映画上映会（豊橋市内）にて、ドキュメン

タリー映画「ガン・容子の選択」を観ました。 

 主人公の渡辺容子さんは、昨年５０代で乳がんのため亡くなりました。発病

は４０代の前半。当初はしこりも小さかったため、主治医と相談のうえ、手術

は行わず、経過を見ました。その後、転移もあり、ホルモン治療、化学療法

を熟慮しながら治療を受け、明るく仲間と、生と死を分かち合いながら生き

ていきました。 

 主治医は、「患者よ、ガンと闘うな」の若者、近藤誠 医師でした。映画か

ら、私は自らが判断し、納得する生き方を選択した容子さんに心打たれまし

た。上映する機会をつくるのもよいと思います。 
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 委員連絡票 ４  
 

 

名  前 
行政相談委員 

中村 都祁子 
連絡票№ ４ 

  

 ○今年の冬もインフルエンザ、ノロウイルスが流行しました。学級閉鎖もあっ

たそうです。低学年の子どもを一人家に残して仕事に出ることはできない。休

暇も取りにくい。病気の子どもを預ける所もない。それで悩むお母さんたちが

いたようです。 

 

○モノトーン・マーク発見（トイレの表示）私は“いいね”と感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

○「知られざる人身取引大国ニッポン 」 

日本が、人身取引の主要な受け入れ国であり、人身取引の温床でもあり

ます。（ウィルあいちのテーマセミナー受講３月２日） 

 

 

 



市の男女共同参画推進事業（概要） 
平成２４年度・平成２５年度事業 

 

 平成２４年度実施事業 平成２５年度予定事業 

推進体制

の整備、 

計画の 

進行管理 

○懇話会の開催 

推進プランの目標達成のため、委員の取組や

市の取組を確認し、市全体の男女共同参画を

推進した。（５月、１０月、３月開催） 

継続 

（５月、１０月、３月開催予定）

 

○庁内ワーキング会議の開催 

各事業担当課のプラン成果指標進捗状況の把

握等を行った。（７月、１１月、１月開催） 

継続 

（５月、９月、２月開催予定）

○「田原市男女共同参画推進プラン」改訂 

懇話会、修正部会において、プラン策定時よ

り変化している内容を修正した。 

（修正部会９月、１２月開催） 

○プラン＜改訂版＞、概要版

印刷製本 

○各種審議会・委員会等の女性委員登用調査

 H24 年度 17.75％（H25 年 1 月） 

○女性委員・公募委員登用促進 

 庁内会議と文書にて、全課室に登用を促進。

継続 

啓発活動 ○男女共同参画ニュース「Walk Together」 

広報たはら８／１号、２／１号に男女共同

参画に関係する市民を掲載し、市民への意識

啓発を行った。【資料２－２】 

継続 

○男女共同参画フェスティバル開催 

 団体の交流や夫婦の生き方をテーマとした

映画を上映し、市民への意識啓発を図った。

（H24 年 8 月 26 日開催） 

継続 

（H25 年 8 月 25 日開催予定）

○市民提案型委託事業 

・啓発パンフレット作成事業 

（委託業務実施中） 

・講演会開催事業（応募なし） 

・シンボルマーク作成事業（応募なし） 

○市民提案型委託事業 

 ・市民に男女共同参画の意識

を啓発するためのパンフ

レット作成や講座開催等 

その他 ○愛知県男女共同参画人材育成セミナー 

受講支援 

 セミナー受講生の交通費を支援した。 

H24 年度受講生：朽木倫子さん 

継続 

※H25 年度受講生募集中 

（3 月 18 日（月）までに市民

協働課に申込み） 

 

資料２－１ 
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2013
　男女共同参画フェスティバル
　を開催しました
日時　平成 24 年 8 月 26 日日
場所　田原文化会館

今年 で ５ 回 目 と な っ た フ ェ ス
ティバルには、福祉・まちづ

くり・国際交流など多彩な活動を行っている市民活動団体２９団体が集まり、日
ごろの活動成果を生かした個性あふれる出展やステージ発表を行いました。
　映画祭で上映された『６０歳のラブレター』は、自分らしく生きつつも、お互
いの大切さに気づいていく夫婦の様子が印象的でした。

　また、主催の田原市男女共同参
画推進懇話会の皆さんが「家庭で
の介護」をテーマとした寸劇を行
い、家族みんなで協力し合って介
護に携わることの大切さを来場者
の皆さんに伝えました。

　現代は少子高齢社会です。女性の活躍
と、男女が協力し合うことがますます重要
となっています。皆さんの家庭で、学校で、
職場で、男性も女性もお互いの思いを理解
し、助け合っていきましょう。

　男女ともに住みやすい地域づくりを
　～田原市地域コミュニティ活性化研究会～

皆さんの地域にある各校区コミュニティ協議会の連合組織「田原市地域コミュ
ニティ連合会」では、研究会を設置して、さまざまな地域課題の解決策を検

討しています。その研究テーマの一つに、“地域活動への女性参加の拡大”があり
ます。市内では、自治会活動への女性参加が少ないなど、まだまだ女性リーダー
や意見交換の場が不足しています。
　自治会活動は男性がや
るもの、と決めつけず、
女性も積極的に地域活動
に参加しましょう。また、
そんな女性たちを応援
し、リーダーを育て、住
みやすい地域をめざしま
しょう。

▲市民活動団体の活動発表の様子（多目的ホール）

▲地域コミュニティ活性化研究会の様子（和地市民館）

▲家族で協力することの大切さを寸劇で伝える
　田原市男女共同参画推進懇話会の皆さん

平成25 年2月1日 　  　　　　　　　　│ 8 │



市民協働課　☎23局3504　　23局0180　　kyoudou@city.tahara.aichi.jp

Free Style
自分らしく輝く

朽
くつ

木
き

倫
みち

子
こ

さん　
（福江校区在住　愛知県男女共同参画人材育成セミナー受講生）

「男女共同参画ってなんだろう？」と興味を持ち、男女共同参画
人材育成セミナーの受講を希望することに。普段は高齢福祉に
関連するお仕事に携わっています。また、地元の着付けクラブ
ではボランティアの講師もされているそうです。そんな朽木さ
んに、セミナーの様子を伺いました。

　　セミナーの雰囲気はどんな感じですか？
　　受講生は、子育て中のママ、勤めている人、お孫
さんのいる人まで立場も年代もさまざまです。皆さん、
自分とは違う考え方や経験を持っていて、良い刺激を
受けています。他市町村の受講生からは、他の地域の
ことも聞くことができ、皆さんとの交流もとても楽し
いです。

　　どんなことを勉強していますか？
　　講義では、子育てや介護、リーダーになるための
スキルアップなどについて、大学の先生や企業の代表
者など、いろいろな方からお話を伺えます。身近で役
に立つ話題ばかりで仕事にも生かせています。また、
班別研修では「防災」をテーマに防災活動への女性参
加や地域防災の課題を調べ、レポートを作成しました。

　　市民の皆さんに伝えたいことは？
　　防災についての班別研修を通じ、災害時などの
いざという時のためには、普段から地域活動に協力
することが大切だと感じました。特に女性は、地域
とのつながりを作り、地域活動にどんどん参加して
発言してみてください。地域防災には女性の視点が
必要です。

　　今後はどのようなことに取り組みたいですか？
　　私が講師をしている着付けクラブで、女性も男
性も、お年寄りや子どもたちもみんなが交流できる
場をつくって、協力し合える地域にしていきたいと
思います。

■愛知県男女共同参画人材育成セミナー
（主催：愛知県、あいち男女共同参画財団）
平成 25 年度の受講生を募集します。詳し
くは、「おしらせ」18頁をご覧ください。

▲班別研修でレポートを作成しました（写真左端：朽木さん）

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

平成 25年
度

受講生募
集！
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■マーク案：　　専門業者委託によるデザイン５種
■実施日時：　平成２５年２月２４日（日）10:00～15:00（第６回しみんのひろばにて）

■対象者：　　 一般市民

■総投票数：　１３７票

■投票結果：

カラー 白黒

1

ふたりの人が重なり、
ハートの形を作り出
す。
男女が協力して、心
を通わせる様子が感
じられる。

26 18.98 2

2
人と人が笑顔で協調
し、溶け合い、花を咲
かせる。

20 14.60 4

3

手と手を取り合って、
ひとつのハート形づく
る。
男女が調和し、心を
ひとつにするイメー
ジ。

62 45.26 1

4
花びらが人を象り、人
が集まってひとつの
花を開花させている。

23 16.79 3

5

男女が向かい合い、
対話し、協調してい
る。
両性の協調が、木を
育て、実を結んでく。

6 4.38 5

137投票数計

田原市の男女共同参画シンボルマーク　市民投票結果

マーク案
趣旨 票数（票） 割合（％） 順位

資料３
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田原市男女共同参画推進プラン＜改訂版＞ 

改訂内容一覧 

 

改訂検討経過  
 ○平成２４年１０月２５日  第１回修正部会 

 ○平成２４年１１月２９日  第１７回懇話会 

 ○平成２４年１２月１９日  第２回修正部会 

 ○平成２５年 １月１６日  庁内ワーキング会議 

 ○平成２５年 ２月 ８日  修正部会正・副部会長、事務局での最終案確認 

 ○平成２５年 ３月 ４日  第１８回懇話会 

 

 

プラン全体の修正点  

 ○全体的にレイアウトを修正 

 ○用語解説を追加 

 ○「男女ともに」は国の計画の表記に整合させ、漢字表記「共に」を使用 

 ○「障害者」は「障がい者」の表記に統一 

 ○第３章の各節 各主体の役割に「市の機関の役割」を追加 

 ○第３章、第４章の推進施策における各事業の担当課を、第４章 第３項「市の推進

体制」として集約 

 ○市内の男女共同参画に関係する活動事例を第５章「参考資料」にて紹介 

 ○図表は第５章「参考資料」に集約 

資料４－１ 



2 
 

 

第１章 計画の背景  

 

第１項 男女共同参画社会の動向 

 改訂内容（概要） 

第１節 

世界の動き 

【追記】 

・2010 年（平成 22 年）「北京＋15」記念会合 

・2011 年（平成 23 年）「UN Women」発足 

・2012 年（平成 24 年）第 56 回国連婦人の地位委員会 

第２節 

国内の動き 

 

【修正】 

・総理府（現在の内閣府） 

【追記】 

・2010 年（平成 22 年）「第３次男女共同参画基本計画」閣議決

定 

・2007 年（平成 19 年）改正「男女雇用機会均等法」施行 

・改正「国籍法」、改正「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（ＤＶ法）」施行（2008 年（平成 20 年））、改

正「育児・介護休業法」（2009 年（平成 21 年））施行 

・「あいち男女共同参画プラン 2011-2015」策定 

・用語解説「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」、「エンパワ

ーメント」 

第３節 

田原市の現状 

【数値修正】 

・田原市の女性の就業率 61.5％ 

・市民アンケート調査結果（平成 23 年 10 月実施）を反映 

【追記】 

・家族経営協定の締結推進 

【追記】 

・「男女共同参画の認知度」は、20 代、30 代の「知らなかった」

の回答率が増加しており、若い世代の男女共同参画への意識は

低い傾向にある。 

【積極的推進項目の修正】 

（１）子育て・介護分野での意識改革、支援の充実 

（２）女性の政策決定の場への積極的登用 

（３）あらゆる世代への男女共同参画の啓発（※新設） 
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第２項 男女共同参画施策の要請 

 改訂内容（概要） 

第１節 

国・県の計画等 

【修正】 

・2010 年（平成 22 年）12 月「第３次男女共同参画基本計画」

閣議決定 

・2011 年（平成 23 年）3 月「あいち男女共同参画プラン

2011-2015」策定 

第２節 

田原市の取り組

み 

【追記】 

・平成 20 年以降の市民アンケート調査実施年度を追加 

・2007 年（平成 19 年）7 月に第１回田原市男女共同参画推進懇

話会を開催 

・2008 年（平成 20 年）から男女共同参画フェスティバル（年

１回）を開催 
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第２章 基本方針  
 

第１項 計画の内容 

 改訂内容（概要） 

第１節 

計画の趣旨 

【追記】 

・平成 22 年 12 月第 3 次の基本計画策定 

第２節 

計画の構成 

（現行どおり） 

第３節 

計画の性格 

【削除】 

・「行政が男女共同参画社会の実現に向けて努力するものを記

載するとともに、」 

【修正】 

・文章修正 

「この計画は、市民・学校・地域・事業所・各種団体・行政

等が目標都市イメージを実現するための、各主体の役割や市の

推進施策を記載しています。」 

・国、県の改定後のプラン名称に修正 

・田原市総合計画についての記述を H25 年 3 月改定後の内容

に整合。 

・「策定に当たっては、」→「改訂に当たっては、」 

・「田原市男女共同参画推進検討会議」 

  →「田原市男女共同参画推進懇話会」 

第４節 

計画の期間 

（現行どおり） 

 

第２項 目標都市イメージ 

 改訂内容（概要） 

 【修正】 

・田原市総合計画についての記述を H25 年 3 月改定後の内容

に整合。 

 

第３項 実現のための推進目標 

 （現行どおり） 
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第３章 推進目標を達成するための取り組み  

 

第１項 人権尊重と男女平等の意識づくり 

（趣旨）【追記】 

特に、子どもや若者への意識啓発を充実させ、男女共同参画社会の裾野拡大を図

ります。 

 改訂内容（概要） 

第１節 

男女の人権尊重 

【推進施策（１）修正】 

・人権に対する啓発活動 

 「小中学校訪問」→「小中高等学校訪問」 

第２節 

男 女 共 同 参 画 教

育・啓発の充実 

【導入文修正】 

・「主体的に将来を選択できるような男女平等教育を実践する

ことが重要です。」 

 →「主体的に将来を選択できるような男女平等の意識をはぐ

くむ教育を実践することが重要です。」 

【推進施策（１）修正】 

・「青少年健全育成事業」→「青少年健全育成推進協議会」 

【推進施策（２）修正】 

・「平成 15 年度の市民アンケート調査」 

  →「平成 23 年度の市民アンケート調査」 

【推進施策（３）修正】 

・「ホール事業等託児事業」→「生涯学習事業託児事業」 

第３節 

男女共同参画の視

点に立った社会制

度・慣習の見直し、

意識の改革 

現行どおり 

第４節 

あらゆる世代にと

っての男女共同参

画 【※新設】 

【新設】 

・推進施策（１） 

 さまざまな世代、両性への男女共同参画の啓発 

 

 

 ■「第１項 人権尊重と男女平等の意識づくり」の評価指標 

  ・平成２３年度 市民アンケート調査結果を反映。 

  ・家庭における「平等」と感じる人の割合の目標値「25%」→「30%」 
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第２項 誰もが参画のまちづくり 

（趣旨） 【追記】 

  ・平成２３年３月の東日本大震災後、地域のつながり、きずなの大切さが再認識さ

れています。防災や防犯活動などをはじめとする地域活動に男性も女性も取り組

み、地域力を高めましょう。 

 

 改訂内容（概要） 

第１節 

方針決定の過程

への男女共同参

画の促進 

【導入文中の数値修正】 

・平成 24 年度市調査、平成 23 年度市民アンケート調査結果を

反映 

【推進施策（１）修正】 

・人権に対する啓発活動 

 「小中学校訪問」→「小中高等学校訪問」 

 

第２節 

地域活動におけ

る男女共同参画

の推進 

【※新設】 

【推進施策（１）新設】 

・地域活動への女性の参画促進 

【推進施策（２）新設】 

・地域づくり、観光事業、市民との協働事業への男女共同参画

の促進 

 

第３節 

防災（災害復興を

含む）、防犯活動

への男女共同参

画の促進 

【項目名修正】 

【導入文全文修正】 

・防犯分野への言及を追記し、その他部分も全文修正 

【推進施策（２）修正】 

・「自主防災活動への女性の参画の促進」 

→「自主防災活動への男女の参画促進」 

・「自主防災活動への女性の参画を促進する。」 

  →「男女双方の視点を生かした自主防災活動を促進する。」

・「防災に関するワークショップ、研修会等への女性の参画を促

進する。」 

  →「防災に関するワークショップ、研修会等への男女の参

画を促進する。」 

【推進施策（３）新設】 

・防犯活動への男女の参画及び防犯知識の習得の促進 

【各主体の役割 ①市民の役割 追記】 

・地域ぐるみで防犯活動に取り組み、安心・安全なまちづくり

を目指しましょう。 
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第４節 

環境分野への参

画の促進 

・現行どおり 

第５節 

地域づくり、観光

事 業 、 市 民 と の

協働事業への参

画の促進（再掲） 

・現行どおり 

第６節 

国際交流への男

女共同参画の促

進 

【導入文中の数値修正】 

・在住外国人の人数を平成 24 年 9 月末現在の数値に修正 

 

 

■「第２項 誰もが参画のまちづくり」の評価指標 

 ・審議会、委員会の女性登用比率現状値を平成 24 年度の数値に修正。
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第３項 生涯安心の暮らしづくり                       

（趣旨）現行どおり 

 

 改訂内容（概要） 

第１節 

生涯にわたる心身

の健康づくりへの

支援 

【推進施策（１）事業追加】 

・学校での命の学習 

【推進施策（２）事業削除】 

・マタニティクッキング 

【推進施策（２）事業追加】 

・外国人ママ交流会 

【推進施策（３）事業追加】 

・特定健診後の保健指導 

第２節 

高齢者と障がい者

が安心して暮らせ

る環境整備 

【項目名修正】 

【導入文修正】 

・「障害者自立支援法」→「障害者総合支援法」 

※正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」（H25 年 4 月施行） 

【推進施策（１）事業削除】 

・介護予防教室のうち、「音楽療法教室」「はつらつ水中教室」

「シルバー健康体育大学」を削除 

【推進施策（２）事業修正】 

・項目名修正 

「障害者の自立支援」→「障がい者への総合的支援」 

・導入文修正 

「障害者の自立支援を支援します。」 

 →「障がい者への総合的支援を行います。」 

・レスパイトサービス事業の対象者を修正 

「障害をもつ方」→「障がい児」 

・「障害者生活・就業支援事業」→「地域生活支援事業」 

第３節 

貧困など生活上の

困難に直面する男

女への支援 

【項目名修正】 

【推進施策（１）事業修正】 

・「母子家庭相談事業」→「母子父子家庭相談事業」 

・母子自立支援事業のうち、「常用雇用転換奨励金」を削除 

【推進施策（１）事業削除】 

・「母子・父子家庭激励等事業」 

・「母子家庭等日常生活支援」 

 

■「第３項 生涯安心の暮らしづくり」の評価指標 
 ・介護サービス受給率 現状値を H23 年度数値に修正 
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第４項 働きやすい場づくり 

 

（趣旨）現行どおり 

 

 改訂内容（概要） 

第１節 

事業所における性

差別の解消 

【導入文追記】 

・平成 19 年の改正均等法の施行 

第２節 

ワークライフバラン

スの推進 

【項目名修正】 

【推進施策（２）事業修正】 

・児童センター・児童館運営事業のうち「児童館」を削除 

・ファミリーサポートセンター事業 事業概要 

 「会員制で育児の相互援助組織を運営し、仕事と育児の両立

を支援する。」 

 →「会員制で育児の相互援助組織を運営し、地域における子

育て支援や育児負担の軽減を図る。」 

・地域子育て支援事業に「なのはなルーム」を追加 

・「男性の子育て支援事業」→「男性の子育て参加支援」 

・同事業概要修正 

 「男性を対象とする子育て参画を支援する講座等を検討す

る。」 

 →「パパママスクールの実施、母子手帳交付時における父親

の育児参加を促すパンフレットの配付等、男性を対象とする子

育て参画を支援する事業を行う。」 

第３節 

農林・水産・商工な

ど自営業における

男女共同参画の推

進 

現行どおり 

第４節 

女性のチャレンジ

支援 

現行どおり 
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■「第４項 働きやすい場づくり」の評価指標 
 【削除】 

 ・ファミリーサポートセンター支援件数 

 ・児童クラブ件数 

 

 【新設】 

評価指標名 現状値 目標 把握方法 

保育園の待機児童

０の継続 

0 人 0 人 H24 年度市調査 

特別保育利用者数 342 人（H23 年） 300 人（H26 年度） H24 年度市調査 

 

【目標値修正】 

評価指標名 現状値 目標 把握方法 

家族経営協定締結

戸数 

220 戸（H23 年度） H28 年度 260 戸 

たはら 21 新農業プ

ラン改訂版より 

県田原農業改良普

及課 

新規就農者数 192 人（H19～H24

年） 

H25～H28 年度 

 120 人 

たはら 21 新農業プ

ラン改訂版より 

県田原農業改良普

及課 
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第４章 推進体制  
 

第１項 推進体制の整備 

（趣旨）現行どおり 

 

 改訂内容（概要） 

第１節 

推進体制の整備と

市民との協働 

【事業概要修正】 

・男女共同参画を推進する行政の会議の設置 

「総合的に男女共同参画行政を推進するために副市長を会長

とした庁内の会議の設置を検討する。」 

 →「総合的に男女共同参画行政を推進するために庁内ワーキ

ング会議を開催する。」 

第２節 

推進体制の展望 

現行どおり 

 

 

第２項 計画の進行管理 

（趣旨） 【修正】 

平成２４年度に計画の見直しを行い、平成２８年度までに目標都市イメージを実現

するため、施策の推進にあたっては、市民の声を聞きながら、計画の進行管理を行

います。 

 

 改訂内容（概要） 

 【事業概要修正】 

・男女共同参画を推進する行政の会議の設置（再掲） 

「総合的に男女共同参画行政を推進するために副市長を会長

とした庁内の会議の設置を検討する。」 

 →「総合的に男女共同参画行政を推進するために庁内ワーキ

ング会議を開催する。」 

 

 

第３項 市の推進体制【追加】 

  推進施策の事業担当課を第３項に集約 

  



 

ロゴマーク 

資料４－２ 



                        

 
 

 は じ め に                       
 

 少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、不安定な世界経済や頻発する自然災害な

ど、私たちを取り巻く社会情勢は目まぐるしく変化しており、多くの課題や問題を抱

えています。 

こうした中、私たちの暮らし方や人と人との絆づくりについて、人々の関心が高ま

っているとともに、社会における女性の活躍、あらゆる世代での男女の理解と協力が、

ますます重要なテーマとなっています。 

 このような社会変化の下、国では 2007 年（平成 19 年）に改正「男女雇用機会均等

法」を施行、2010 年（平成 22 年）には、「第 3 次男女共同参画基本計画」を閣議決定

しました。また、愛知県でも「あいち男女共同参画プラン 2011-2015」が策定され、総

合的な男女共同参画の推進が図られています。 

 田原市では、「田原市男女共同参画推進プラン」に基づき、目標都市イメージ『みん

なが自分らしく輝けるまち・たはら』の実現を図るため、市民・市民活動団体・事業

者・行政等の委員で構成される「田原市男女共同参画推進懇話会」を中心に、取組状

況の把握や意見交換、各種啓発活動を行っています。そして、平成 24 年度、この懇話

会においてプランの中間見直しを行い、近年の社会情勢や国・県の計画、田原市の現

状に合わせた内容へと改訂しました。 

 男女がお互いを尊重し、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指すためには、私たち

がそれぞれの立場と役割を理解し、この改訂プランを着実に推進していくことが必要

となります。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

（平成２５年３月改訂） 
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 第１章 計画の背景                     

 

第１項 男女共同参画社会の動向 

■第１節 世界の動き 

国連は、「平等・開発・平和」を目標に

1975 年（昭和 50 年）を「国際婦人年」、

続く 10 年を「国連婦人の 10 年」と定め、

女性差別をなくし男女平等を確立する国

際的な取り組みが前進しました。 

 1980 年（昭和 55 年）のコペンハーゲ

ン会議では、「女子に対するあらゆる形態

の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤

廃条約）」の署名式が行われました。この

条約では、「機会の平等」だけではなく、

「事実上の平等」を求め、実際に差別が

ある場合は、その解消のために暫定的に

差別を受けている女性を優遇してもいい

（「暫定的特別措置」）としています。ま

た、個人の関係まで踏み込んだ差別を禁

止し、目標は、「男は仕事、女は家庭」と

性別によって固定的な役割を決めるので

はなく、男女とも「男らしさ」「女らしさ」

にとらわれず、「自分らしく」生きること

としています。 

 1985 年（昭和 60 年）のナイロビ会議

では、「国連婦人の 10 年」の間の成果を

受けて、2000 年までを目標に各国が女性

差別撤廃に向けた効果的取り組みを行う

上でのガイドラインである「ナイロビ将

来戦略」が採択されました。 

 さらに、国連は、1993 年（平成 5 年）

に「女性に対する暴力の撤廃に関する宣

言」を採択し、ドメスティック・バイオ

レンスやセクシュアル・ハラスメントな

ど、女性に対するあらゆる暴力の根絶を

宣言しました。また、同年の世界人権会

議で「女性の権利は人権である」ことが

確認されました。 

 1994 年（平成 6年）の国際人口開発会

議では、「リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツ（性と生殖に関する健康／権利）」（※

１）という考えが打ち出され、自分の身

体や性について知識を得て自己決定でき

ることは、女性の権利とされました。 

 1995 年（平成 7年）の北京会議の「北

京宣言及び行動綱領」では、女性が力を

もった存在になること（エンパワーメン

ト※２）の促進が提示されています。 

 2000 年（平成 12 年）にニューヨーク

で開催された「女性 2000 年会議」では、

北京会議以降の実施状況について評価・

検討が行われ、成果文書が採択されまし

た。 

さらに 2005 年（平成 17 年）には、第

49 回国連婦人の地位委員会「北京＋10」

で「北京宣言及び行動綱領」及び「女性

2000 年会議成果文書」を再確認し、これ

らの完全実施に向けた一層の取り組みを

国際社会に求める「宣言」等がなされま

した。 
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2010 年（平成 22 年）には、「北京＋15」

記念会合にて、「北京宣言及び行動綱領」

及び「女性 2000 年会議成果文書」の実施

状況の評価が行われました。 

2011 年（平成 23 年）には、ジェンダ

ー平等と女性のエンパワーメントのため

の国連機関「UN Women」が発足し、女性

と女児のニーズに応えるための仕事を前

進させています。 

また、2012 年（平成 24 年）には、第

56 回国連婦人の地位委員会にて、「自然

災害におけるジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメント」決議案が採択されまし

た。 

 

 

 
 
 

■第２節 国内の動き 

我が国は、国連を中心とした世界の女

性の地位向上の取り組みと軌を一にして、

男女共同参画社会の実現に向けた取り組

みを着実に行ってきました。 

 国際婦人年を契機に 1975 年（昭和 50

年）に設置した総理府（現在の内閣府）

の「婦人問題企画推進本部」は、国際婦

人年及び世界行動計画の趣旨に沿い、

1977 年（昭和 52 年）に国内行動計画を

策定し、それ以降、こうした計画に沿っ

て施策の推進を図ってきました。 

 1985 年（昭和 60 年）には、男女雇用

機会均等法の制定や民法、国籍法の改正

などを経て、女子差別撤廃条約を批准し

ています。 

そうした中、国内外の女性の人権確立

に向けた動きと社会情勢の変化を受け、

1999 年（平成 11 年）「男女共同参画社会

基本法」が公布・施行されました。同法

については、男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、基本理念、国・地方公

共団体・国民の責務を男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な事項等と

して規定しています。 

   2000 年（平成 12 年）には、同法に基

づき、「男女共同参画基本計画」が策定さ

れ、あらゆる社会制度へ男女共同参画の

視点を反映させるため、総合的な施策の

推進が図られました。 

2005 年（平成 17 年）には、同計画を

見直し、さらに推進を強化する第 2 次の

計画が策定、2010 年（平成 22 年）には、

「第３次男女共同参画基本計画」が閣議

決定されました。 

2007 年（平成 19 年）には、改正「男

女雇用機会均等法」が施行され、少子高

齢社会にあたり、労働者が性別により差

別されることなく、また、母性を尊重さ

れつつ、能力を発揮できる職場環境の整

備にさらに重点がおかれました。 

その後、改正「国籍法」、改正「配偶者
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からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（ＤＶ法）」が施行（2008 年（平

成 20 年））、改正「育児・介護休業法」（2009

年（平成 21 年））が施行されました。 

 また、愛知県でも、「国連婦人の十年」

と軌を一にし、1976 年（昭和 51 年）の

青少年婦人室の発足とともに、総合的な

推進体制が整えられました。 

そして、1989 年（平成元年）に「あい

ち女性プラン」、それ以降、「あいち男女

共同参画 2000 年プラン」「あいち男女共

同参画プラン 21～個性が輝く社会をめ

ざして～」「あいち男女共同参画プラン

2011-2015」が策定され、総合的かつ計画

的な推進が続けられています。 

1979 年（昭和 54 年）には婦人国際交

流事業、1982 年（昭和 57 年）から地域

の実践活動を通じて女性問題のリーダー

を養成するなどの人材育成事業、1984 年

（昭和 59 年）には女性（婦人）地域活動

者表彰制度事業、さらに 1987 年（昭和

62 年）から 1989 年（平成元年）には女

性グループ活動交流事業が実施され、地

域活動・社会参画の促進に努められてい

ます。 

啓発・情報提供の取り組みとしては、

「あいち女性のつどい（1976 年（昭和 51

年）から毎年）」、名古屋市と共催での「女

性週間記念フォーラム（平成 3 年から 8

年まで）」、あいち男女共同参画推進市町

村サミット（平成 10 年）が開催されると

ともに、1977 年（昭和 52 年）からは機

関誌、啓発研究誌が発行されています。 

1996 年（平成 8年）には、プランの目

標を県民と協力して実現するための拠点

として、ウィルあいちが開館しました。 

2002 年（平成 14 年）には、「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律」（ＤＶ防止法）が全面施行された

ことに伴い、愛知県女性相談センターが

「配偶者暴力相談支援センター」として

の機能を果たすこととなるとともに、男

女共同参画を全庁的な取り組みとして推

進する根拠となる「愛知県男女共同参画

推進条例」が制定され、プランと条例を

両輪として、県を挙げて積極的に取り組

むとともに、市町村や民間団体等地域に

おける施策の推進に重点をおいて総合的

な展開が図られています。 

 

 
用語解説 

※１「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」 

 「リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）」とは、人間の生殖システム、その機能と（活

動）過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的

に完全に良好な状態にあること。 

 「リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）」とは、全てのカップルと個人が自分たちの子

どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得る

ことができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得

る権利」とされている。（出典／第３次男女共同参画基本計画） 

※２「エンパワーメント」 
すべての人が内在している自己実現へ向かう力を伸ばすために、励ましたり、助言したり、能力開発の

機会を提供することなどにより、当事者が力をもった存在になること。 
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■第３節 田原市の現状 

 

田原市の女性の就業率は 61.5％の

水準にあり、全国・愛知県や周辺都

市・類似都市と比較しても高い就業率

となっています。ここ5年間の傾向は、

横ばいで推移しています。 

女性就業者の産業別構成を都市比較

すると、田原市は第 1次産業の割合が

他都市に比べて際立って高いことが

特色となっています。農業生産が活発

であるため、農業が主要な女性就労の

場となっており、家族経営協定の締結

を推進しています。 

また、男女共同参画に関する市民ア

ンケート調査（平成 23 年 10 月実施）

の結果では、「男女共同参画の認知度」

の設問には、「知らなかった」が 31.9％、

「男女共同参画社会という言葉は聞

いたことがあった」が 30.2％で、「内

容を含め詳しく知っていた」、「だいた

い知っていた」を合わせると 35.3％で

した。特に 20 代、30 代で「知らなか

った」と回答した人の割合が増加して

おり、若い世代の男女共同参画への意

識は低い傾向にあります。 

「男女共同参画の推進のために必要

なこと」という設問には、「保育の施

設・サービスや高齢者や病人の施設・

介護サービスなどを充実する」の割合

が最も高く、42.8％で他の項目に突出

して高くなっています。次いで「女性

を政策決定の場に積極的に登用する」

「男女平等を目指した法律・制度の制

定や見直しを行う」の割合が高くなっ

ています。 

以上のアンケート結果などから、田

原市では男女共同参画の推進のため

に、次の 3項目を積極的に推進してい

くことが必要であると考えています。 

 

 

【積極的推進項目】 

（１） 子育て・介護分野での意識改革、支援の充実 

（２） 女性の政策決定の場への積極的登用 

（３） あらゆる世代への男女共同参画の啓発 
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第２項 男女共同参画施策推進の要請 

■第１節 国・県の計画等 

 

 国においては、2005 年（平成 17 年）

12 月に、「男女共同参画基本計画（第２

次）」が策定され、2010 年（平成 22 年）

12 月には「第３次男女共同参画基本計

画」が閣議決定されました。第３次基

本計画の主な内容は次のとおりです。 

また、愛知県においては、県民の意

見を反映した愛知県男女共同参画懇話

会の提言を踏まえて、2001 年（平成 13

年）3 月に「あいち男女共同参画プラン

21～個性が輝く社会をめざして～」が

策定され、2006 年（平成 18 年）10 月

に計画を改定しました。さらに、2011

年（平成 23 年）3 月に「あいち男女共

同参画プラン 2011-2015」が策定され、

新たな計画によって男女共同参画が推

進されています。 

こうした国、県の計画や「男女共同

参画社会基本法」及び「愛知県男女共

同参画推進条例」に基づいて、男女共

同参画社会を実現するために、市町

村・企業・各団体が、お互いに協力し

て男女共同参画について取り組んでい

くことや、一人ひとりの理解と実践が

求められています。 

 

 

 

 

 

第３次男女共同参画基本計画 

＜男女共同参画社会として目指すべき社会＞ 

①固定的性別役割分担意識をなくした 

男女平等の社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が 

生きることのできる社会 

③男女が個性と能力を発揮することによる、 

多様性に富んだ活力ある社会 

④男女共同参画に関して国際的な評価を 

得られる社会 

 

＜基本計画において改めて強調している点＞ 

①女性の活躍による経済社会の活性化 

②男性、子どもにとっての男女共同参画 

③様々な困難な状況に置かれている人々への支援 

④女性に対するあらゆる暴力の根絶 

⑤地域における身近な男女共同参画の推進 

あいち男女共同参画プラン 2011-2015 

＜重点目標＞ 

①男女共同参画社会に向けての意識改革 

②あらゆる分野への社会参画の促進 

③多様な働き方を可能にする環境づくり 

④安心して暮らせる社会づくり 
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■第２節 田原市の取り組み 
 

田原市においては、1996年（平成8年）

8 月から 2000 年（平成 12 年）3月までの

間、「田原町まちづくり女性会議」が設置

され、生涯学習人材データファイルの作

成、リサイクル促進モデル事業･学童保育

等の設置への取り組みが行われました。 

また、2000 年（平成 12 年）9 月には、

女性の発想を生かした活動を通し、行政

及び地域のまちづくりに参画できる人材

の育成を図る目的で「たはら女性倶楽部」

が設置され、2002 年（平成 14 年）3 月ま

で先進地視察・セミナー・会報の作成等

の様々な活動が行われました。現在、そ

うした団体に参加した女性などにより自

主的に地域づくり活動が行われています。 

 2004 年（平成 16 年）2 月（渥美地区：

2006 年（平成 18 年）1月）、2008 年（平

成 20 年）９月、2011 年（平成 23 年）10

月には、男女共同参画社会に対する認

識・意向等を把握し、市民の意見を計画

に反映させることを目的に、市が男女共

同参画に関する市民アンケート調査を実

施しました。 

また、市は、2005 年（平成 17 年）5

月から「広報たはら」で男女共同参画の

コーナーをつくり、男女共同参画社会に

ついて関心や理解を深めていただくため、

情報をお届けすることとしました。2006

年（平成 18 年）2月には、男女共同参画

に関する施策をより一層推進していくた

め、田原市男女共同参画推進検討会議を

設置し、市の計画の策定に向け体制づく

りを進めました。  

そして、田原市の現状に即した計画と

なるよう検討を重ね、2007 年（平成 19

年）に「田原市男女共同参画推進プラン」

を策定するに至りました。 

2007 年（平成 19 年）7月に、第１回田

原市男女共同参画推進懇話会を開催し、

市内の男女共同参画社会の推進を目指し、

地域・福祉・医療・教育・産業・防災等

の各分野からの委員が意見交換を行って

います。2008 年（平成 20 年）からは、

懇話会が主催となって男女共同参画フェ

スティバル（年１回）を開催し、市民活

動団体の出展・交流会や、女性の生き方

等をテーマとした映画上映会を実施し、

市民への啓発に取り組んでいます。
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第５回男女共同参画フェスティバルの様子 



 

 

第２章 基本方針                       

 

 

第１項 計画の内容 

■第１節 計画の趣旨 

人口減少社会の到来、グローバル化及び情報化の急激な進展など社会経済構造が急速

に変化するとともに、個人の価値観やライフサイクルの多様化など社会生活環境も大き

く変わってきています。 

そうした中、我が国では、男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮で

きる社会の実現が強く求められるようになり、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」

が成立し、男女共同参画社会の実現が21世紀の日本の最重要課題と位置付けられました。

この法律に基づき、翌年の平成 12 年 12 月には第 1 次の男女共同参画基本計画、平成 17

年 12 月に第 2次の基本計画、そして平成 22 年 12 月に第 3次の基本計画が策定され、着

実に男女共同参画社会の実現のための具体的な施策の推進が図られているところであり

ます。 

 男女共同参画社会基本法では、国の計画の策定のほかに、地方自治体にも男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を定めることを求めています。 

 田原市は、平成 15 年 8 月に田原町と赤羽根町が合併して誕生し、平成 17 年 10 月の渥

美町との合併により、新たなスタートを切り、これを契機に、新たに男女共同参画推進

プランを策定しました。 

 

■第２節 計画の構成 

この計画は、総合的かつ計画的に講ずるべき男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の大綱として、本章において、本計画の性格、計画期間、目標都市イメージ及び実

現のための 4 つの推進目標を示し、第 3 章において、4つの推進目標の具体的な取り組み

及び市民等の役割を示し、第 4 章において、今後の推進体制について記述しました。
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■第３節 計画の性格 
 

この計画は、市民・学校・地域・事

業所・各種団体・行政等が目標都市イ

メージを実現するための各主体の役割

や市の推進施策を記載しています。 

 また、この計画は、男女共同参画社

会基本法第 14 条第 3項に基づき、田原

市における男女共同参画社会の実現を

目指したプランで、上位計画である国

の「第３次男女共同参画基本計画」、県

の「あいち男女共同参画プラン

2011-2015～多様性に富んだ活力ある

社会をめざして～」の方向性に配慮し

て策定しています。 

 また、市の最上位計画である田原市

総合計画（平成 25 年 3 月改定）にお

いて、男女共同参画社会の推進は、「み

んなでつくる美しいまち」をテーマに

掲げる市民環境分野の施策として位

置付けられています。 

 なお、改訂に当たっては、より幅広

い市民からの意識を把握するため、意

識調査を実施するとともに、市民の参

加する「田原市男女共同参画推進懇話

会」などの意見を反映し、修正を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第４節 計画の期間 
   この計画の期間は、平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間とします。 
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第１７回懇話会の様子（田原市役所） 



 

 

第２項 目標都市イメージ 

「みんなが自分らしく輝けるまち・たはら」 

男女共同参画社会基本法は、男女が、社

会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会となることを目標としていま

す。 

 さらに、田原市総合計画（市民環境分野）

においては、男女共同参画社会の推進など

により、「みんなでつくる美しいまち」を実

現しようとしています。 

 そして、この計画では、それらの実現の

ために「みんなが自分らしく輝けるまち・

たはら」を目標都市イメージとし、市民す

べてが男女共同参画の十分な理解と意識を

持ち、男女に関係なく、あらゆる社会的な

活動に意欲をもって活動することができる

魅力的なまちとなり、男女がお互いに人権

を尊重し、自分らしく輝けるまちとなるこ

とを目指しています。

 

第３項 実現のための推進目標 

 目標都市イメージの実現を目指し、推進目標を次のとおりとします。この推進目標を達成する

ため、第３章で具体的な取り組みを掲げます。 

 

 

 

  

◇推進目標１ 

人権尊重と 

男女平等の意識づくり 
 

男女が互いの人権を尊重する環境づくりを

行うとともに、市民の男女共同参画に対する

理解や意識の向上を目指します。 

◇推進目標２ 

誰もが参画のまちづくり 

 方針決定過程や防災・環境共生・地域づく

り・国際交流などのあらゆる分野の女性の参

画を促進し、男女が共に活躍しやすい環境と

なることを目指します。 

◇推進目標３ 

生涯安心の暮らしづくり 

 生涯にわたる心身の安心安全及び健康と生

活の充実をサポートし、男女が共に生き生き

と安心して暮らせる社会を目指します。 

◇推進目標４ 

働きやすい場づくり 

職場での性差別を解消するとともに、男女

が共に仕事と家庭を両立できるような環境

となることを目指します。 
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体系図見開き１ページ 

  



 

 

 

  



 

 

 第３章 推進目標を達成するための取り組み  

 

第１項 人権尊重と男女平等の意識づくり 

 （趣旨） 

男女が共に人権を尊重し、性別にとらわれず、その個性や能力を十分に発揮できる

ような社会の実現が必要です。そのために、女性や子どもに対する暴力をなくし、自

分を大切にし、男女がお互いの人権を尊重できるような環境づくりを目指します。 

また、市民が社会的性別に関わる問題に気づき、それにとらわれた慣習・慣行を変

えていくよう、男女共同参画に対する理解・意識の向上を目指します。特に、子ども

や若者への意識啓発を充実させ、男女共同参画社会の裾野拡大を図ります。 

 

 

■第１節 男女の人権の尊重 

21 世紀を迎えた現在でも、人々の意見や行動、社会の慣行の中にはいまだに女性に対

する差別や偏見が残されています。特に、「男は仕事、女は家庭」に代表されるような固

定的な男女の役割分担意識が、男女が同じく人権を尊重される男女共同参画社会の実現

の大きな妨げとなっています。 

 また、市民アンケート調査によると、実際にセクシュアル・ハラスメント（※１）やド

メスティック・バイオレンス（※２）を経験したことがある人がいることがわかっていま

す。 

 女性に関する様々な権利（※３）について、広く啓発を行うなどして、自分を大切にし、

男女がお互いの人権を尊重することにより、あらゆる暴力（※４）をなくし、男女が手を

携えて共に生活を送ることができる環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説 

※１「セクシュアル・ハラスメント」 

性的いやがらせ。特に、職場などで女性に対して行われる性的・差別的な言動。 

※２「ドメスティック・バイオレンス」 

夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性から女性に対して振るわれる身体的・心理的暴力。

※３「女性に関する様々な権利」 

女性の権利とは人権であり、政治的、経済的、社会的、文化的などのあらゆる権利を含む。例えば、

男女同一教育課程や婚姻における姓を選ぶ権利など多岐に渡る。 

※４「暴力」 

ドメスティック・バイオレンス、虐待、セクシュアル・ハラスメントなど女性や子どもに対して身

体的、性的、もしくは心理的な危害または苦痛となる行為。 
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１ 推進施策 

（１）男女の人権に対する啓発活動の充実 

  男女の人権が尊重され、男女がよきパートナーとして、お互いの能力と個性を発揮

しあう男女共同参画社会の実現を目指し、啓発活動を充実します。 

事業名 事業の概要 

男女共同参画関連講座等

の開催・支援 
男女共同参画に関する講座・講演会等を開催・支援する。

人権に対する啓発活動 
「人権週間」の広報啓発、小中高等学校訪問、啓発物品

の配布等を実施する。 

人権に対する広報啓発 広報「たはら」へ男女の人権に対する情報を掲載する。

 

（２）女性や子どもに対する暴力等と女性の悩み事相談体制の充実 

  暴力を受けた女性や、悩みごとのある女性の問題は、潜在化しやすいため、各種専

門機関と連携しながら、相談しやすい体制を整え、問題の早期解決、再発防止、援助

体制の強化に努めます。 

また、子どもに対する暴力の防止を進めるとともに、虐待にあった子どもの心身の

ケア等、救済についても各種関係機関等と連携し対応していきます。 

事業名 事業の概要 

家庭相談事業 
家庭における人間関係（ドメスティック・バイオレンス

も含め）及び児童の養育等の相談を実施する。 

児童虐待防止事業 
児童虐待の通告・相談への対応や関係機関の連携強化な

どの防止策を実施する。 

心配ごと相談所開設 
行政相談、法律相談、家庭相談、女性相談、母子相談、

障がい者相談、人権相談等を実施する。 
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２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 男女がよきパートナーとしてお互いの人権を尊重しましょう。 

・ 男女の人権の尊重、女性や子どもに対するあらゆる暴力に関心を持ちましょう。 

・ 男女がお互いの人権を尊重し、あらゆる暴力の無い快適な生活環境づくりを目指し

ましょう。 

・ 暴力の被害にあったときは悩まず相談しましょう。 

・ 暴力から身を守る方法を身につけましょう。 

・ 虐待（疑い含む）を受けている児童を発見したとき、またドメスティック・バイオ

レンスを受けている女性を発見したときは、速やかに市又は児童相談センターに通

告しなければなりません。 

 

② 事業者・各種団体の役割 

・ 男女がお互いの人権を尊重できるような職場環境づくりに努めましょう。 

・ セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進、相談体制の支援を進めましょう。 

・ 虐待（疑い含む）を受けている児童を発見したとき、またドメスティック・バイオ

レンスを受けている女性を発見したときは、速やかに市又は児童相談センターに通

告しなければなりません。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 男女共同参画に関する各種啓発や情報提供、人権問題についての相談受付などを行

います。 
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 ■第２節 男女共同参画教育・啓発の充実 

男女共同参画社会を実現するには、市民アンケート調査で特に男女共同参画の認知度が

低かった若年層を始めとする、すべての市民が男女共同参画についての認識を持つことが

必要です。 

そのために、家庭・学校・地域・職場等の社会のあらゆる場における教育・学習の果た

す役割は重要です。特に、家庭では親の意識が直接子どもに影響することから、性別にと

らわれることなく、子どもの個性を大切にする考え方の定着が必要です。学校では、一人

ひとりの個性や能力を伸ばすとともに、男女が共に、自らの生き方などを考え、固定的な

役割分担にとらわれず、主体的に将来を選択できるような男女平等の意識をはぐくむ教育

を実践することが重要です。 

また、以下のように男女共同参画に関する市民の意識をしっかり把握し、効果的に意識

改革をする必要があります。 

○認知度が低い若年層を対象とする啓発や、若年層の参加にも配慮した各種講座や

学習機会の充実。 

○市民アンケートで男性が優遇されているとされる「社会通念・慣習・しきたりな

ど」「家庭生活の場」「職場」の分野への重点的な啓発。 

 

１ 推進施策 

（１）家庭・地域における男女共同参画教育・啓発の促進 

家庭における子育ては、子どもの意識の醸成に大きく影響を与えることから、子育

てをする親などに対し、男女共同参画の視点に立った子育ての意識啓発や学習機会の

提供に努めます。 

また、地域において、男女共同参画の意識の向上を図り、男女の地域活動への参加

を促進するため、広報・啓発を行うとともに、学習機会の提供に努めます。 

事業名 事業の概要 

各市民館の家庭教育教室 
各市民館主催の親子を対象とした家庭教育・健全育成等

の教室・講座等を支援する。 

青少年健全育成推進 

協議会 

青少年健全育成推進協議会、少年補導委員会等との連携

による家庭教育及び青少年の健全育成を推進する。 

男女共同参画教育の啓発 広報「たはら」へ男女共同参画教育の情報を掲載する。

若年層等対象啓発事業 
若年層等を対象とする男女共同参画に関する広報・啓発

を行う。 
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（２）学校における男女共同参画教育・啓発の促進 

  一日のうち多くの時間を過ごす学校生活は、子どもたちの意識形成に大きな影響を

与えます。 

  平成 23 年度の市民アンケート調査では、男女平等の意識を育てるために、学校教育

ではどのようなことに力を入れるべきであると思うかという問いには、「生活指導や進

路指導において、男女の別なく能力を活かせるように配慮する」、「異性を思いやる気

持ちの大切さを教える心の教育を充実させる」、「男女共に、家事や育児、介護などに

ついて学習する時間を設ける」の割合が多くなっているので、そうしたアンケート結

果に配慮した学校教育を促進します。 

事業名 事業の概要 

小中学校 

家庭教育啓発講演会 

各小中学校での児童・生徒及び親を対象とした家庭教

育・健全育成等の講演会・講座等を開催する。 

男女共同参画に関する 

教職員研修 

男女共同参画の視点に立った教育を実践する人材を育

成をするための教職員研修を実施する。 

 

 

（３）多様な選択を可能にする学習機会の充実 

  男女がお互いの個性や能力を発揮し、豊かな生活を送るためには、その能力や知識

を高めることのできる学習の場が必要です。男女共同参画の視点を取り入れた各種講

座や学習機会を充実します。 

事業名 事業の概要 

生涯学習情報の提供 
女性が豊かな生活を送るため、能力や知識を高める生涯

学習情報を提供する。 

生涯学習事業等託児事業 
子を持つ親が安心して生涯学習事業等に参加できるよ

うにするため、託児ボランティアを実施する。 

男女共同参画関連講座等

の開催・支援（再掲） 
男女共同参画に関する講座・講演会等を開催・支援する。
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２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 社会的な性差別の問題点について関心を持ち、学習しましょう。 

・ 性別にとらわれない生き方について考えてみましょう。 

・ 学校の男女平等教育に関心を持ちましょう。 

・ 男女共同参画の視点に立った講座等に積極的に参加しましょう。 

 

② 教育関係者の役割 

・ 男女の人権を尊重する豊かな心を育て、自ら学び考える教育を推進しましょう。 

・ 子どもたちの手本となるよう、学校などの職場環境から男女平等の取り組みを実践

しましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 家庭、地域、学校などにおける男女共同参画の学習機会や情報を提供します。 
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■第３節 男女共同参画の視点に立った 

社会制度・慣習の見直し、意識の改革 

 

 社会通念や慣習、しきたりなどは、男女共同参画を阻む要因の 1 つとなっています。

市民アンケート調査では、「社会通念・慣習・しきたりなど」において男性の方が優遇さ

れているとする人の割合が高くなっています。 

 家庭・地域・職場等の中に根づいている、男女の不平等意識を解消するために、啓発

活動を通して問題提起し、慣習や制度の見直しについて広く呼びかけを行っていくこと

が必要です。 

 

 

１ 推進施策 

（１）男女共同参画阻害要因についての問題提起 

   市民一人ひとりの男女共同参画意識を高めるため、家庭・地域・職場生活等にお

ける偏った伝統的慣習や慣行などについて問題提起をし、それを改善するための意

識啓発に努めます。 

事業名 事業の概要 

偏った慣習等の 

問題提起 

家庭や地域における偏った伝統的慣習や慣行などにつ

いて見直すきっかけとなるような情報を提供する。 

 

２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・「男は仕事、女は家庭」といったような性別による差別が、家庭や地域の中にな

いか見直し、改善しましょう。 

 

② 事業者・各種団体の役割 

・男女共同参画の視点に立って偏った社会通念や慣習、しきたりなどを見直し、

改善しましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

  ・ 偏った慣習等を見直すきっかけづくりを行います。 
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■第４節 あらゆる世代にとっての男女共同参画 

 男女共同参画社会の形成には、男女共に理解を深めることが重要です。次世代を担う子ど

もと若者に積極的にアプローチし、男女共同参画の裾野拡大を図ります。 

１ 推進施策 

（１）さまざまな世代、男女双方への男女共同参画の啓発 

事業名 事業の概要 

男女共同参画の啓発 
男女双方、子どもから高齢者まで幅広い世代が男女共同参画

を身近に感じられるよう、さまざまな方法で意識啓発を行う。

 

２ 各主体の役割 

①  市民の役割 

・ 男女共同参画は特定の人に関係するものと考えず、それぞれの立場で、家庭や

学校など身近な男女共同参画について考えてみましょう。 

 

②  市の機関の役割 

・ 男性、子ども、若者等、あらゆる世代と男女双方の男女共同参画社会への理解

が進むよう啓発を行います。 

■評価指標 

「第１項 人権尊重と男女平等の意識づくり」の評価指標 

評価指標名 H23 年度調査（H20 年度調査） 目標 把握方法 

男女共同参画の

認知度（市全体）

「内容を含め詳しく知ってい

た」「だいたい知っていた」 

計 35.3％（37.5％） 

「内容を含め詳しく知

っていた」、「だいたい知

っていた」50％以上 

H23 年度市

民 ア ン ケ

ート調査 

各分野における

男女平等意識 

「平等」の割合 

①家庭 25.8％（17.3％） 

「平等」の割合の向上 

30%以上 

H23 年度市

民 ア ン ケ

ート調査 

②職場 16.3％（16.5％） 25%以上 

③地域活動 26.5％（27.7％） 30%以上 

④社会通念等 10.0％（10.1％） 15%以上 

⑤法律や制度 39.4％（40.2％） 40%以上 

⑥政治 20.4％（22.2％） 25%以上 

⑦学校教育 54.7％（52.1％） 60%以上 
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第２項 誰もが参画のまちづくり 

（趣旨） 

 男女共同参画の「参画」とは、活動に「参加」するだけでなく、男女がより積極

的に意思決定過程へ加わることをいいます。 

 男女が共同で「参画」できる社会の実現のために、行政・防災・防犯・環境共生・

地域づくり・国際交流等のあらゆる分野へ意欲ある男女が共に参画することを促進

します。 

 平成 23 年 3 月の東日本大震災後、地域のつながり、絆の大切さが再認識されて

います。防災や防犯活動などをはじめとする地域活動に男性も女性も取り組み、地

域力を高めましょう。 

 

■第 1 節 方針決定の過程への男女共同参画の促進 

地域社会を代表する立場である、市議会議員、行政の委員、地域団体の代表者・役員

等は、女性の割合が少なく、方針決定の過程への女性の活躍は十分とはいえない状況に

あります。 

本市の政治・行政における女性の参画状況をみてみると、審議会・委員会等における

女性登用率が 17.75％（平成 25 年 1 月現在）です。また、市役所職員の採用は、近年、

女性も多いものの、市役所の女性職員の管理監督職の比率は28.7％（平成24年4月現在）

となっています。 

一方、平成 23 年度の市民アンケート調査でも、今より女性の代表者が増えると良いと

いう意見が約 7割です。 

 女性がそうした代表者の立場になりやすい環境を整え、様々な意見を反映した方針決

定が行われるようにする必要があります。 

 

１ 推進施策 

（１）委員・役員等への女性の登用の促進 

   女性と男性が共に参画し、住民の意見が平等に反映されるように、審議会、委員

会等へ意欲と能力のある女性の登用を促進するとともに、地域を代表する団体等の

代表者・役員へ意欲と能力のある女性の登用を促進します。 

   また、社会進出に消極的な女性が社会に積極的に参画していくことができるよう

環境づくりとして、人材の発掘、人材の育成、啓発等に努めます。 
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事業名 事業の概要 

審議会、委員会等の女性

の登用推進 

審議会、委員会等の女性登用率の目標を３０％程度に設

定する。 

審議会、委員会等の職務指定の委員構成の見直し及び公

募委員枠の拡大を図る。 

審議会、委員会等の登用率のフォロー調査を実施する。 

女性の人材の育成・発掘など女性が社会進出しやすい環

境づくりを図る。 

地域を代表する団体等

の代表者・役員への女性

の 

登用促進 

地域を代表する農業協同組合、商工会、自治会等の団体

の代表者・役員へ意欲と能力のある女性の登用を促進す

るための啓発等を実施する。 

男女共同参画関連講座

等の開催・支援（再掲） 
男女共同参画に関する講座・講演会等を開催・支援する。

 

 

（２）職員・社員の管理・監督者への登用の促進 

  企業・団体・市などについて、意欲と能力ある女性の採用や管理・監督者への登用

を促進するとともに、女性が能力を十分に発揮できる環境づくりに努めます。 

事業名 事業の概要 

女性職員・社員の登用促

進 

意欲と能力のある女性職員の管理・監督者への登用促進

のための啓発等を実施する。 

市女性職員の登用推進 
意欲と能力のある市女性職員の管理・監督者への登用を

推進する。 

企業における女性の能

力発揮のための積極的

改善措置（ポジティブ・

アクション※）の推進 

企業におけるポジティブ・アクションの取り組みを促進

する。 
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２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 意思決定過程の場への女性の参画を積極的に働きかけましょう。 

・ 審議会等の委員の一般公募に積極的に応募しましょう。 

・ 男女共同参画関連の講座、講演会等に積極的に参加しましょう。 

・ 身近な女性が社会に参画することを後押ししていきましょう。 

 

② 事業者・各種団体の役割 

・ 女性が能力を十分に発揮できる環境づくりに努めましょう。 

・ 意欲と能力のある女性の、代表者・役員等、管理・監督者への登用を進めまし

ょう。 

・ 女性の人材育成に努めましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 審議会・委員会等や職員の管理・監督者への女性登用を促進します。 

用語解説 

※「積極的改善措置（ポジティブ・アクション）」 

さまざまな分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を少なくするため、 

必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、参画機会を積極的に提供すること。 

（例） 

職場での女性職員の能力向上のための研修、仕事と家庭の両立支援、環境整備、 

営業職や管理職への女性の積極的登用 など 
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■第２節 地域活動における男女共同参画の推進 

「地域」は、私たちの生活のもっとも基礎的でかつ重要なコミュニティと言えます。助け

合いによる地域コミュニティをつくるには、住民一人ひとりが積極的に地域活動に参画する

必要があります。男性も女性も地域づくりに参加し、さまざまな立場の人へ配慮した、きず

なの強い地域コミュニティをめざしましょう。 

 

 

１ 推進施策 

（１）地域活動への女性の参画促進 

   田原市では、地域活動への女性の主体的な参画があまり進んでいません。女性も

積極的に地域活動に参画できる環境づくりを進めます。   

事業名 事業の概要 

地域活動への 

女性の参画促進 

女性が自治会活動に参画し、地域づくりに女性の視点が

反映されるような環境づくりを推進する。 

 

 

（２）地域づくり、観光事業、市民との協働事業への男女共同参画の促進 

   地域の産業、歴史・文化、豊かな自然を男性も女性も参画して新たな視点で見直

し、まちづくり、観光事業を進めます。また、女性の人材育成や活動支援を通して

まちづくりを進め、適宜、女性も参画した市民との協働事業を促進します。 

事業名 事業の概要 

各種会議等への 

女性の登用促進 

地域づくりや観光事業に関連する各種会議等への

女性の登用を促進する。 

研修等の支援 女性が活躍する先進地域等への研修等を支援する。

地域づくり団体等への 

支援 

社会奉仕活動を含む女性が活躍する地域づくり団

体等の活動を支援する。 

地域づくり等の 

機運の盛り上げのための 

啓発 

広報「たはら」等へ地域づくり、観光事業等で活躍

する女性を紹介する。 
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２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 自治会活動や地域のリーダーは男性がやるものと決めつけず、女性の皆さんも

積極的に参加しましょう。 

・ 男女で協力できる雰囲気づくりに心がけましょう。 

 

② 地域団体の役割 

・ 地域活動への女性の意見反映や主体的参加が進むよう、自治会運営等を見直し

ましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 地域コミュニティや協働事業における男女共同参画を推進・支援します。 
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■第３節 防災（災害復興を含む）、 

防犯活動への男女共同参画の促進 
 

防災（復興）対策は、男女双方のニーズの違いを把握して進める必要があります。平成２

３年に発生した東日本大震災では、避難所運営、救助・救出、災害復興など様々な場面で女

性の視点が欠落し、被災者の生活に支障が出ました。このような課題を解決するためには、

出産や育児、家事の経験が多い女性が、意思決定の場に参画することが求められます。 

また、地域での防犯活動にも、男女が共に取り組み、地域全体で様々な立場の人に配慮し

た安心・安全なまちづくりを進めることが大切です。 

地域コミュニティにおける防災・防犯活動に、男性も女性も参加し、日頃からつながりの

強い地域づくりを進めましょう。 

 

１ 推進施策 

（１）男女双方の視点に十分配慮した防災対策の立案と実施 

  被災・復興時の諸問題を解決するため、男女双方の視点に十分配慮した地域防災計

画等を策定する必要があります。また、災害復興にあたるボランティア、ＮＰＯとの

連携を図り、男女共同参画の視点に配慮した復興支援が行われるように努めます。 

事業名 事業の概要 

男女双方の視点に配慮した 

防災対策の立案、実施 

男女双方の視点に配慮した各種防災関係計画づくり

や施策の推進をする。 

男女のニーズへの違いを配慮した避難所の開設、 

運営・管理の体制整備を促進する。 

 

（２）自主防災活動への男女の参画及び防災知識の習得の促進 

  固定的な役割分担意識の見直し、方針決定過程への女性の参画及び女性リーダーの

育成など男女共同参画の視点を自主防災活動に取り入れることを奨励します。 

事業名 事業の概要 

自主防災活動への 

男女の参画促進 
男女双方の視点を生かした自主防災活動を促進する。

防災に関する 

ワークショップ（※１）、 

研修会（※２）等の開催 

防災に関するワークショップ、研修会等への市民の 

参加を促進する。 

 

25 



 

 

（３）防犯活動への男女の参画及び防犯知識の習得の促進 

 地域の防犯活動に男性も女性も取り組み、男女双方の視点に配慮した安心・安全な 

まちづくりを進めます。 

事業名 事業の概要 

防犯活動への男女の参画の促進 
男女双方の視点を生かした防犯活動や知識の習得

を促進する。 

 

 

２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 自主防災活動、防災に関するワークショップ、研修会等に積極的に参加しまし

ょう。 

・ 地域ぐるみで防犯活動に取り組み、安心・安全なまちづくりをめざしましょう。 

 

② 市の機関の役割 

・ 男女双方の視点に配慮した防災活動・防犯活動を推進・支援します。 

用語解説 

※１「ワークショップ」 

ある課題について、参加者が意見交換をしたり、研究したりする会のこと。 

※２「研修会」 

あるテーマに対して、講師の講義を中心として行われる会のこと。 
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■第４節 環境分野への参画の促進 

環境と共生する豊かで持続可能な地域づくりを目指した「たはらエコ・ガーデンシティ推

進計画」をさらに進めていくためには、市民一人ひとりがエコライフに取り組み、環境負荷

の軽減に努めるとともに、環境に対する理解・意識の高揚、地域環境力を高めることが大切

です。そのためには男女それぞれの豊かな知識や経験がより広く生かされるよう環境分野に

おいて男女共同参画をさらに進めていく必要があります。 

 

 

１ 推進施策 

（１）環境分野での意思決定過程への女性参画の促進 

  環境に関する女性の豊かな知識や経験を十分活かすため、環境分野での事業の各段

階における意思決定過程への女性の参画を拡大します。 

事業名 事業の概要 

環境分野の会議等への 

女性の登用促進 

環境分野に女性の経験等を活かすために会議等への女性

の登用を促進するとともに、フォロー調査を実施する。 

 

 

（２）地域における環境学習の推進や地域団体活動の支援 

  環境分野に関する情報の提供や交流の場の提供等の事業を推進し、地域における環

境学習の推進や地域団体の活動を支援します。 

事業名 事業の概要 

地域団体の 

環境美化活動の支援 
自治会等の実施する環境美化活動を支援する。 

地域団体における 

環境啓発活動 

地域団体の主催する環境学習のための講座・イベント等

を支援する。 
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２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 環境分野の会議等の一般公募に積極的に応募しましょう。 

・ 環境美化活動、環境学習の講座・イベント等に積極的に参加しましょう。 

 

② 地域団体の役割 

・ 環境美化活動、環境学習のための講座・イベントを積極的に開催しましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 環境分野における男女共同参画の浸透を図ります。 
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■第５節 地域づくり、観光事業、 

市民との協働事業への参画の促進（再掲） 

地域の産業、歴史・文化、豊かな自然を男性も女性も参画して新たな視点で見直し、まち

づくりを進め、地域の活性化、暮らしの向上を実現する必要があります。その際に、適宜、

女性も参画した市民との協働事業を促進することも課題となります。 

１ 推進施策 

（１）地域づくり、観光事業、市民との協働事業への男女共同参画の促進 

  地域の産業、歴史・文化、豊かな自然を男性も女性も参画して新たな視点で見直し、

まちづくり、観光事業を進めます。また、女性の人材育成や活動支援を通してまちづ

くりを進め、適宜、女性も参画した市民との協働事業を促進します。 

事業名 事業の概要 

各種会議等への 

女性の登用促進 

地域づくりや観光事業に関連する各種会議等への 

女性の登用を促進する。 

研修等の支援 女性が活躍する先進地域等への研修等を支援する。

地域づくり団体等への支援 
社会奉仕活動を含む女性が活躍する地域づくり団

体等の活動を支援する。 

地域づくり等の 

機運の盛り上げのための啓発

広報「たはら」等へ地域づくり、観光事業等で活躍

する女性を紹介する。 

２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 市民活動に積極的に参加しましょう。 

・ 地域づくりや観光事業等で活躍する女性を応援しましょう。 

・ 地域づくりや観光事業等に関連する会議等の一般公募に積極的に応募しましょう。 

・ 女性が中心となって地域づくり団体等を設立しましょう。 

・ 女性が活躍する先進地研修や地域づくり団体等に積極的に参加しましょう。 

 

② 各種団体の役割 

・ 女性が中心となる活動を支援しましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 地域づくりや観光施策に男女双方の視点を反映します。 
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■第６節 国際交流への男女共同参画の促進 

男女共同参画社会の実現は、日本のみならず、世界共通の課題でもあります。各国の参画

をめぐる現状と取り組みなどの情報を収集し、市民に発信し、また、国際交流を通じて広い

視野を持ってもらう必要があります。 

また、田原市にはおよそ 1,200 人の外国人が生活しており（H24 年 9 月末現在、男性 228

人、女性 1,009 人）、特に中国人は近年急激に増加しています。地域レベルで多文化共生を推

進し、男女共同参画の視点での国際交流・協力などを支援していきます。 

 

 

１ 推進施策 

（１）国際的な男女共同参画に関する情報の収集及び提供 

国連の男女共同参画の活動や各国の男女共同参画をめぐる現状や取り組みなどの情

報を収集するとともに、市民に提供し、市民がより広い視野、男女共同参画に関する

視点を養うことができるように努めます。 

事業名 事業の概要 

国際的な男女共同参画に 

関する情報の収集 

及び提供 

国際的な男女共同参画に関する情報を収集し、市民に

提供する。 

広報「たはら」等へ国際的な男女共同参画に関する情

報を掲載する。 

 

 

（２）男女共同参画への理解を養う国際交流の促進 

本市の姉妹都市や友好都市との交流及び国際協力を通して、市民の国際理解を推進

し、国際性・男女共同参画への理解を養います。 

事業名 事業の概要 

姉妹・友好交流、 

国際協力事業 

姉妹都市と友好都市との交流（行政交流・中学生派遣

事業《教育委員会》)を進める。 

ＪＩＣＡ等各種研修生を受け入れる。 
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（３）市民参画による国際理解の促進 

市民団体による国際交流活動を促進し、活動団体への男女それぞれの参画を支援し

ます。 

事業名 事業の概要 

たはら国際交流協会 

支援事業 

たはら国際交流協会の実施する国際交流事業への支援・

後援を行う。 

 

 

（４）在住外国人女性の自立支援 

多言語での情報提供や日本語教室を開催し、外国人の地域コミュニティへの参加を

支援します。 

事業名 事業の概要 

在住外国人支援事業 

多言語による情報（ごみカレンダー・防災マップ等）を

とりまとめ、在住外国人へ提供する。 

日本語教室（ＴＩＡ主催）を支援する。 

 

 

２ 各主体の役割 

①  市民の役割 

・国際交流事業に積極的に参加して、それぞれの個性や能力を発揮し、男女共同参

画の理解を深めましょう。 

 

②  国際交流団体の役割 

・男女共同参画の視点を持った国際交流の活動をしましょう。 

 

③  市の機関の役割 

・男女共同参画の視点を活かした国際交流の推進、市民活動支援を行います。 
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■評価指標 

「第２項 誰もが参画のまちづくり」の評価指標 

評価指標名 現状値 目標 把握方法 

審議会、委員会等

への登用促進 

審議会等（地方自治法第 202 条の 3）

の女性登用状況 

H24 年度 17.75％ 

（H23 年度 15.85％） 

 H24 年度 18.18％ 

（H23 年度 18.18％） 

委員会等（地方自治法第 180 条の 5）

 H24 年度 18.18％ 

（H23 年度 18.18％） 

30％以上 
H24 年度市

調査 

市役所の女性職員

の登用促進 

市役所女性職員の管理監督者の登用

状況 

 H24 年度 28.7％ 

（H23 年度 26.3％） 

30％以上 
H24 年度市

調査 

現在の地域活動の

参加状況 
第５章データ集参照 参加率上昇 

H23 年度市

民アンケー

ト調査 
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第３項 生涯安心の暮らしづくり 

（趣旨） 

男女が共に生涯にわたって生き生きと安心して暮らせるような社会を実現する

ため、心身に対する安心安全を図るとともに、生涯を通じた健康の保持増進、性差

に応じた的確な医療である性差医療等の啓発に努めます。 

高齢者や障がい者を社会全体で支える各種福祉サービスの充実及び社会参画の

機会の充実を目指します。 

また、ひとり親家庭の個々の態様に応じた自立支援等を通じて、生涯にわたる心

身の健康と生活の充実を目指します。 

 

■第１節 生涯にわたる心身の健康づくりへの支援 

男女が生涯にわたって健康で充実した生活を送ることは、男女共同参画社会の最も基

本的な条件です。 

乳幼児期から高齢期までを視野に入れ、市民が健康管理とライフサイクルに応じた健

康づくりに取り組めるよう、総合的な健康づくりのための支援をする必要があります。 

 

１ 推進施策 

（１）男女の性の理解と女性の身体に関する自己決定権の尊重 

男女がお互いの性と健康について理解し、尊重しあうことができるように意識啓

発に努めます。また、女性が身体的、精神的、社会的により自分らしく生きられる

ように、安全で満足できる性生活、子どもを産むかどうか、いつ産むか、何人まで

産むかを自分自身で決める自由など、自分の身体と性について決めるのは自分自身

だということへの理解の普及と意識啓発に努めます。 

事業名 事業の概要 

女性の身体に関する 

自己決定権の尊重に 

関する意識啓発 

自分の身体と性について決めるのは自分だということ

への広報などによる意識啓発、セミナー等の開催によ

る情報提供や知識の習得を支援する。 

健康相談 
性に関する相談、正しい理解の促進や健康不安解消を

図る。 

学校での性教育の充実 
正しい性教育を充実させ、自分を大切だと思える教育

を推進する。 
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学校での命の学習 

小中学校と赤ちゃんとのふれあい体験や小中学生の妊

婦体験等を通して、子どもが命の大切さを学ぶ機会を

充実させる。 

 

 

（２）妊娠・出産等に関する健康支援 

   女性が安心して妊娠・出産や子育てができるよう、妊婦・乳幼児健康診査や各種

講座、教室の開催などの母子保健事業の充実に努めます。 

事業名 事業の概要 

健康診査の実施 
妊婦乳児・4 か月児・1歳 6か月児・3歳児健康診査、

虫歯予防教室を実施する。 

母子健康手帳交付 母子健康手帳の交付とその活用法を紹介する。 

パパママスクール 
パパの妊婦・育児体験等を通して男性の育児参画を促

進する。 

健康相談 
乳幼児・妊産婦を対象とした健康相談、栄養相談、母

乳相談、離乳食相談、歯科相談を実施する。 

予防接種 乳幼児、児童生徒を対象とした予防接種を実施する。

家庭訪問 
新生児・乳幼児・妊産婦のいる家庭へ訪問し、保健指

導・身体計測・相談等支援を行う。 

外国人ママ交流会 
外国人母子の交流会を通して、地域や家庭での孤立を

防ぐ。 

 

 

 

（３）生涯を通じた心身の健康維持と増進 

   市民一人ひとりが健康づくりに関する自己管理能力を高めるよう、それぞれのラ

イフステージ（※）に応じた健康課題に対する知識の普及啓発や健康づくりを推進

します。 

事業名 事業の概要 

健康づくり事業 
健康に対する意識を啓発するとともに、健康について

見直す機会を提供する。 

健康手帳の配布 
40 歳以上の方を対象に、健康相談、健康教室、健診な

どの事業実施時に健康手帳を交付する。 

34



 

 

健康診査及びがん検診 
基本健康診査、人間ドック、各種がん検診、骨粗しょ

う症健診、歯の検診等を実施する。 

健康教育 病態別教室、運動教室、一般健康講座等を実施する。

訪問指導 
健診の結果、生活習慣の改善の必要な方に、訪問指導

を実施する。 

特定健診後の保健指導 特定健診受診結果により保健指導を実施する。 

 

 

 

 

 

 

２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・健康支援事業に積極的に参加しましょう。 

・男女の性と健康を理解し、お互いの性と健康を尊重しましょう。 

 

② 教育関係者の役割 

・正しい性教育を充実させ、自分を大切だと思えるような教育を推進しましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・男女の性、健康づくりへの理解促進を図ります。 

用語解説 

※「ライフステージ」 

人間の一生を段階的に区分したもので、通常は幼年期・少年少女期・青年期・壮年期・老年期に分け

られる。 
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■第２節 高齢者と障がい者が 

安心して暮らせる環境整備 

 

これからの社会において、高齢者・障がい者が社会の参画機会を持ち、自立し生き生きと

安心して暮らせる環境整備が必要となっています。 

現在、高齢者・障がい者の介護負担は家族、とりわけ女性に偏っており、社会全体で支え

る介護保険制度、障害者総合支援法（※）における福祉サービスを着実に実施していく必要

があります。 

また、地域社会を豊かで活力あるものにしていくためには、高齢者・障がい者を単に支え

られる側に位置づけるのではなく、他のあらゆる人々と共に社会を支える重要な一員として

高齢者・障がい者の役割を積極的にとらえる必要があります。 

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 

（平成２５年４月１日施行） 

 

１ 推進施策 

（１）高齢者の自立支援 

  高齢者に対し、社会奉仕、スポーツや学習活動への参画機会の提供や、能力活用の

環境の整備などの支援を進め、高齢者の自立を支援します。 

事業名 事業の概要 

シルバー人材センター 高齢者に就業の機会を提供する。 

高齢者の生きがいづくりと 

健康づくり推進事業 

歩け歩け運動、高齢者スポーツまつり、趣味のグルー

プ活動等を実施する。 

老人クラブ活動 
社会奉仕やスポーツをしたり、教養を高めたりする組

織を運営する。 

介護予防教室 
筋力トレーニング教室、閉じこもり予防教室、すこや

か元気体操を実施する。 

 

（２）障がい者への総合的支援 

   障がい者に対し、地域生活の充実、社会活動への参画機会の提供や、能力活用の環

境整備などの支援を進め、総合的な支援を行います。 

事業名 事業の概要 

障害者生活支援センター 
三障がい（身体・知的・精神）共通の２４時間対応の

相談窓口として、障がいのある方、またはその家族の
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相談に応じ、必要な障害福祉サービス等の利用を促す

等支援を行う。 

レスパイトサービス事業 

障がい児を介護する方の余暇支援として、日中障がい

児を預かり、創作活動等を通じて生活習慣、社会活動

参加への意思の向上を図る。 

地域生活支援事業 
障がいのある方の就業支援を始め、生活全般の支援を

行う。 

 

（３）介護保険制度・高齢者福祉サービスの充実と介護支援 

   高齢者が安心して生活できる環境整備と家族の負担軽減、精神的支援等を推進しま

す。 

事業名 事業の概要 

介護教室 認知症介護教室、介護教室を開催する。 

介護保険事業 
田原市高齢者保健福祉計画に基づき、介護保険サービ

スを充実させ、介護者の負担を軽減する。 

高齢者福祉サービスの充実 
高齢者が安心して生活できるよう高齢者福祉サービ

スを充実する。 

 

２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 積極的に高齢者・障がい者との交流の場に参加しましょう。 

・ 高齢者の社会奉仕、スポーツ等を支援しましょう。 

・ 高齢者は、社会奉仕・スポーツ等に積極的に参加しましょう。 

・ 障がい者の社会奉仕を支援しましょう。 

・ 男性も積極的に介護に参加しましょう。 

・ 男女がともに介護を支えましょう。 

   

② 事業者の役割 

・ 高齢者・障がい者の就業を支援しましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 高齢者の自立支援や障がい者への総合的支援、各種福祉サービスの充実を図り

ます。 
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■第３節 貧困など生活上の困難に直面する 

男女への支援 
 

離婚率の高まりとともに、今後、母子・父子世帯のひとり親家庭が増えていくことが予想

されますが、ひとり親家庭は、仕事・家事・育児を一人ですべて担う必要があり、経済・教

育・健康面などで不安や負担が大きくなっています。ひとり親家庭の生活安定や、養育され

る子どもの健全な成長のため、個々の態様に応じた自立支援が必要です。 

 

１ 推進施策 

（１）ひとり親家庭への生活支援内容及び制度の充実 

  それぞれの状況に応じたひとり親家庭への自立支援を行います。 

事業名 事業の概要 

母子父子家庭相談事業 
母子自立支援員による子育て・就業等に関する相談を

実施する。 

母子自立支援事業 
母子の自立支援のため自立支援給付金、高等技術訓練

促進費を支給する。 

 

 ２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ ひとり親家庭を地域が一体となって支えましょう。 

 

② 市の機関の役割 

・ ひとり親家庭の自立支援、相談受付などを行います。 
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■評価指標 

「第３項 生涯安心の暮らしづくり」の評価指標 

評価指標名 現状値 目標 把握方法 

「自分の健康状態を健康で

あり、まあまあ健康である」

と感じる人の割合 

「健康である」、「ま

あまあ健康である」

の合計値 

青年期 90.7％ 

壮年期 85.3％ 

高齢期 70.2％ 

「健康である」、「ま

あまあ健康である」

の合計値 

青年期 90％以上 

壮年期 85％以上 

高齢期 75％以上 

健康たはら

21 計画調査

（市調査） 

介護サービス受給率 88.1％ 88％ 

H23 年度介

護保険事業

状況報告 

女性の身体に関する自己決

定権の尊重に関する意識啓

発 

― 
学習の機会・意識啓

発の充実度 

H23 年度市

民アンケー

ト調査 
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第４項 働きやすい場づくり 

（趣旨） 

 意欲のある男女がその能力や経験を生かすことができる社会を実現するために、

職場での性差別を解消するとともに、安心して子育てや介護をしながら生涯を通じ

て充実した職業生活を営めるよう、仕事と家事・育児・介護などの家庭生活を両立

させることのできる環境づくりを目指します。 

 

 

■第１節 事業所における性差別の解消 

 昭和 61 年の男女雇用機会均等法の施行から、平成 11 年、平成 19 年の改正均等法の施

行を経て現在までに女性労働者を取り巻く環境の法整備がなされ、状況は大きく変化し

ています。しかし、市民アンケート調査からもわかるように、職場における男女差別が

なくなったわけではありません。男女雇用機会均等法や労働基準法の定着のために、関

係機関と連携を図り、事業所等に周知を図ります。 

 

 

１ 推進施策 

（１）事業所に対する男女共同参画に関する啓発 

   雇用者への男女共同参画に対する知識・意識の向上のために、事業所に対し労働

関連法規、各種助成制度などの労働関連情報を周知し、労働環境の向上を図ります。 

事業名 事業の概要 

事業所に対する 

男女共同参画の啓発 

事業所へ法制度紹介及び女性の労働条件の向上に向

けた情報を提供する。 

役割分担意識に根ざす 

制度や慣行の見直し 

固定的な男女の役割分担意識に根ざす誤った制度や

慣行を見直すよう意識啓発を行う。 
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 ２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 労働に関する法制度等の知識を高め、男女平等の職場づくりを目指しましょう。 

・ 職場における固定的な男女の役割分担を見直し、改善しましょう。  

 

② 事業所の役割 

・ 労働に関する法制度等を守り、男女格差をなくし、労働環境を向上しましょう。 

・ 性別による役割分担をなくしましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・事業所に対し男女共同参画意識の向上や役割分担意識の解消を啓発します。 
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■第２節 ワークライフバランスの推進 

市民アンケート調査によると、女性の生き方として望ましいものについて「家庭生活また

は地域活動と仕事を同じ様に両立させる」の割合が最も高くなっていますが、働く女性が増

えるなか、「女性は仕事も家庭も」という二重の負担を担っている面もあります。社会情勢等

の変化に対応し、男性が家庭生活へ積極的に参画することができるように環境を整える必要

があります。  

このため、仕事と家庭生活の両立に関する意識啓発を進めるとともに、働き方の見直しを

進め、「育児・介護休暇を取得しやすい環境」及び「育児や家族の介護を行う労働者が働き続

けやすい環境」を整えることが課題です。 

 

１ 推進施策 

（１）仕事と家庭の両立支援の啓発 

  家庭で男女の協力関係を十分話し合うなど仕事と家庭生活との両立に関する意識啓

発を進めるとともに、職場優先の組織風土を変え、男性も含めた働き方の見直しを進

めるための意識啓発を企業及び市民を対象に進めます。また、ファミリーフレンドリ

ー企業（※）の普及啓発に努めます。 

事業名 事業の概要 

市民への意識啓発 
広報、パンフレット等により仕事と家庭の両立を支援する

意識を啓発する。 

企業への意識啓発 

パンフレット等により仕事と家庭の両立を支援する意識啓

発、企業向けセミナー等の実施、ファミリーフレンドリー

企業の普及啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説 

※「ファミリーフレンドリー企業」 

仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が

選択できるような取り組みを行う企業。 
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（２）子育て支援 

  仕事と子育ての両立や子育てに係る負担感を緩和・除去し、だれもが安心して子育

てができるような環境を整えていきます。また、男性の子育てへの参画を推進します。 

事業名 事業の概要 

一般保育事業 
保育園での保育を充実させ、性別による固定的な性別役

割分担意識を植え付けることのないよう配慮する。 

特別保育事業 
保育園での延長保育、一時保育、障害児保育を実施する。

休日保育を検討する。 

児童クラブ 

（学童保育） 

小学校1年～3年までの児童で、保護者が就労などにより、

下校時に家にいない児童を預かる。 

児童センター運営事業 
児童の活動の場として、また、子育て相談や母親サーク

ルの活動の場としての子育て支援を行う。 

ファミリー・サポート・

センター事業 

会員制で育児の相互援助組織を運営し、地域における子

育て支援や育児負担の軽減を図る。 

地域子育て支援事業 

乳幼児とその親を対象に、子育てに関する相談や情報交

換の場として、ひまわりルーム・なのはなルームを開設

する。 

子育て相談 子育てに対するアドバイス、カウンセリングを行う。 

男性の子育て参加支援 

パパママスクールの実施、母子手帳交付時における父親

の育児参加を促すパンフレットの配付等、男性を対象と

する子育て参画を支援する事業を行う。 
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２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 家庭生活を家族全員で支えましょう。(特に家事・育児・介護については男性の参

加が望まれています。) 

・ 子育て支援事業等に積極的に参加しましょう。 

 

② 地域の役割 

・ 子育て等を地域全体で支えましょう。 

 

③ 事業所の役割 

・ 仕事と家庭の両立を支援しましょう。 

・ 子育て支援を積極的に行いましょう。 

 

④ 市の機関の役割 

・ 仕事と家庭の両立支援や子育て支援の充実を図ります。 
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■第３節 農林・水産・商工など 

自営業における男女共同参画の推進 
 

田原市の農業従事者は、就業者全体の 3 分の 1 を占め、愛知県や近隣市町村に比べ多くな

っています。このため、女性の就業率は高いのですが、農林・水産・商工など自営業に従事

する女性の立場は、家事や育児と仕事の二重負担を強いられる一方で、就労条件や待遇など

は不明確であるなど、多くの課題が残されています。 

こうした状況を解消するため、農林・水産・商工など自営業に従事する女性の労働条件の

改善や、女性自身が事業の方針決定に積極的に参画できるよう、意識啓発に努める必要があ

ります。 

 

１ 推進施策 

（１）対等なパートナーとなるための意識啓発 

  男性と女性が対等なパートナーとして仕事を営むことができるよう、意識啓発に努

めます。 

また、女性の方針決定過程への参画を促進します。 

事業名 事業の概要 

女性リーダーの育成 
女性の農林・水産・商工業への主体的参画と職業能力の

向上のための女性リーダー育成セミナー等を開催する。

女性農業経営研修 
農業経験に関するノウハウの取得等により、経営者の育

成を図るための研修を開催する。 

 

（２）女性の労働条件の向上 

  仕事や家事・育児の両面において、負担を強いられることが多い農林・水産・商工

など自営業で働く女性の労働条件が改善されるよう、環境整備・意識啓発に努めます。 

事業名 事業の概要 

農村生活アドバイザーの

活動に対する支援 

県が認定する農村生活アドバイザーが女性の労働条件

の向上に向けて行う活動を支援する。 

女性の労働条件改善の 

啓発 

農林・水産・商工などの関連団体の労働条件改善活動を

支援する。 

広報「たはら」等へ女性の労働条件改善に関する情報を

掲載する。 
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（３）家族経営協定の促進 

農業の家族従事者の労働に対して、賃金や報酬が支払われないことがないように、

家族経営協定を促進し、労働条件が改善されるよう支援します。 

事業名 事業の概要 

家族経営協定の促進 

「田原市家族経営協定ネットワーク協議会」が中心となり、

休日や給与、役割分担と責任を明確にする家族経営協定の締

結を促進する。 

 

 

２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・ 男女が仕事の対等なパートナーとなるようにしましょう。 

・ 女性の労働条件を改善しましょう。 

・ 家族経営協定を締結しましょう。 

 

② 事業所の役割 

・ 仕事と家庭が両立できる事業所をつくりましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・ 男女が仕事の対等なパートナーとなるよう啓発・支援を行います。 
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■第４節 女性のチャレンジ支援 

意欲と能力を持った女性が、遠慮なく社会で活躍できるよう女性のチャレンジを支援しま

す。 

 

１ 推進施策 

（１）農林水産業に関するチャレンジの支援 

  新規就農・担い手育成や農産物・海産物を活用した特産品の作成・販売などの農林

水産業にチャレンジをしたい女性への情報提供を行い支援します。また、男性の理解・

協力などにより、女性が活動等に参画できるような環境整備に努めます。 

事業名 事業の概要 

新規就農者・担い手育成の 

支援 
新規就農者や農林水産業の担い手の育成を支援する。

農林水産業女性チャレン

ジ支援 

女性が中心の農産物・海産物を活用した特産品の作

成・販売・交流等の農林水産業に関連するチャレンジ

事例収集・紹介、チャレンジへの支援を検討する。 

 

（２）起業、NPO・ボランティア等の活動発足の支援 

  起業、NPO・ボランティア等の活動を発足したい女性へ情報提供などの支援をすると

ともに、様々な活動に参加できるよう環境整備、広報啓発に努めます。 

事業名 事業の概要 

起業、NPO・ボランティ

ア等発足支援事業 

起業、NPO・ボランティア等発足を支援するために情報提

供、セミナー・相談事業等を実施する。 

女性チャレンジ事例の

紹介 

女性のチャレンジ事例の情報収集・紹介等による意識啓

発をする。 

 

（３）子育てや介護等でいったん仕事を中断した女性の再チャレンジ 

  子育てや介護等でいったん仕事を中断した女性が、仕事に再チャレンジできるよう、

就業につながる職業訓練・再教育を受けるための情報提供をし、家庭と仕事を両立す

るための環境整備を進めます。  

事業名 事業の概要 

女性再チャレンジ支援

事業所紹介事業等 

女性の再チャレンジを支援する優良な事業所等を紹介

し、意識啓発等を図る。 
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２ 各主体の役割 

① 市民の役割 

・チャレンジする人を応援しましょう。 

・新規就農、起業・NPO・ボランティア等に積極的にチャレンジしましょう。 

 

② 事業所、各種団体の役割 

・チャレンジする人を支援しましょう。 

 

③ 市の機関の役割 

・女性が積極的にチャレンジできるような情報提供・支援を行います。 

 

■評価指標 

「第４項 働きやすい場づくり」の評価指標 

評価指標名 現状値 目標 把握方法 

家庭での男女の役割分

担の現状 

H23年度市民アンケ

ート調査結果参照 

「すべて女性が担

当」の減少 

H23 年度市民アン

ケート調査 

保育園の待機児童０の

継続 
0 人 0 人 H24 年度市調査 

特別保育利用者数 342 人（H23 年度） 300 人（H26 年度） H24 年度市調査 

女性の年齢別就労割合

におけるＭ字曲線の男

性との差 

25～29 歳 25.6％ 

30～34 歳 29.5％ 

25～29 歳 25％ 

30～34 歳 29％ 

H22 年度国勢調査

（H23 年度市民ア

ンケート調査） 

家族経営協定締結戸数 H23 年度 220 戸 

H28 年度 260 戸 

（たはら 21 新農業

プラン改訂版より）

県田原農業改良普

及課調査 

新規就農者数 
H19～H24 年度 

192 人 

H25～H28 年度 

120 人 

（たはら 21 新農業

プラン改訂版より）

県田原農業改良普

及課調査 
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 第４章 推進体制             
 

第１項 推進体制の整備 

（趣旨） 

男女共同参画社会の実現を目指し、地域づくり・人事・福祉・環境・商工観光・

農林水産業・教育及び防災等この計画に盛り込まれた各事業を総合的かつ効率的に

実施していくために、市の各部署の連携強化を図るとともに、市と市民との協働を

促進する推進体制の整備を目指します。 

 

■第１節 推進体制の整備と市民との協働 

この計画に盛り込まれた地域づくり・人事・福祉・環境・商工観光・農林水産業・教育

及び防災等の事業は、市の様々な部署において実施することとなります。これらの事業を

着実に推進していくために、市の各部署が横断的に連携できる推進体制を整備します。 

 また、この計画を着実に推進していくために、市民を構成員とし、計画の推進状況に

ついて意見交換等を行う組織の設置など、市民を含めた推進体制を整備するとともに、男

女共同参画に関する講座や行事について市民団体・ボランティア等と積極的な連携を図り

ます。 

事業名 事業の概要 

男女共同参画を推進する行政の

会議の設置 

総合的に男女共同参画行政を推進するために庁内

ワーキング会議を開催する。 

市職員の男女共同参画に関する

研修 

市職員が各事業で男女共同参画の視点に立った事

業の実施が行えるよう研修を実施する。 

男女共同参画に関する調査体制

の整備 

男女共同参画に関する各種情報を収集するととも

に、市民意識調査を実施する。 

市民で構成する組織の設置 

市民と市行政との協働により、計画の推進状況など

について意見交換等を行うための市民を構成員と

する組織を設置する。 

市民団体・ボランティア等との連

携事業の実施 

男女共同参画に関する講座等を市民団体やボラン

ティア等と連携して実施する。 

男女共同参画関連情報・相談・活

動・交流等の拠点の整備 

男女共同参画関連の情報・相談・活動・交流等の拠

点となる場の整備を検討する。 
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■第２節 推進体制の展望 

男女共同参画社会の実現のために、市や市民・事業者等の取り組みを促進する男女共

同参画を推進する条例・要綱などの制定を検討します。 

 

 

 

第２項 計画の進行管理 

（趣旨） 

 平成２４年度に計画の見直しを行い、平成２８年度までに目標都市イメージを

実現するため、施策の推進にあたっては、市民の声を聞きながら、計画の進行管

理を行います。 

 

事業名 事業の概要 

男女共同参画を推進する行

政の会議の設置(再掲) 

総合的に男女共同参画行政を推進するために庁内ワー

キング会議を開催する。 

男女共同参画に関する調査

体制の整備(再掲) 

男女共同参画に関する各種情報を収集するとともに、市

民意識調査を実施する。 

市民で構成する組織の設置

(再掲) 

計画の進捗管理をするにあたり、市民の意見を伺う市民

を構成員とする組織を設置する。 
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第３項 市の推進体制 
 各推進施策は市の事業担当課が主導して実施しますが、関係部署同士が連携し、また、全

ての部署が総合的に男女共同参画の推進に取り組みます。 

 

【推進目標Ⅰ】 人権尊重と男女平等の意識づくり 

重点テーマ 推進施策 担当課 

１ 男女の人権の尊重 

① 男女の人権に対する啓発活動の充実 地域福祉課 

生涯学習課 

市民協働課 

② 女性や子どもに対する暴力等と女性

の悩み事相談体制の充実 

地域福祉課 

子育て支援課 

２ 男女共同参画教育・啓

発の充実 

① 家庭・地域における男女共同参画教

育・啓発の促進 

生涯学習課 

市民協働課 

② 学校における男女共同参画教育・啓

発の促進 

生涯学習課 

学校教育課 

③ 多様な選択を可能にする学習機会の

充実 

生涯学習課 

市民協働課 

３ 男女共同参画の視点

に立った社会制度・習慣

の見直し、意識の改革 

① 男女共同参画阻害要因についての問

題提起 

市民協働課 

４ あらゆる世代にとっ

ての男女共同参画 

① さまざまな世代、男女双方への男女

共同参画の啓発 

市民協働課 
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【推進目標Ⅱ】 誰もが参画のまちづくり 
重点テーマ 推進施策 担当課 

１ 方針決定の過程への男女

共同参画の促進 

① 委員、役員等への女性の登用の

促進 

市民協働課 

各課室 

② 職員、社員の管理監督者への登

用の促進 

人事課 

商工観光課 

市民協働課 

２ 地域活動における男女共

同参画の推進 

① 地域活動への女性の参画促進 市民協働課 

② 地域づくり、観光事業、市民と

の協働事業への男女共同参画の

促進 

商工観光課 

市民協働課 

３ 防災（災害復興を含む）、

防犯活動における男女共

同参画の促進 

① 男女双方の視点に十分配慮した

防災対策の立案と実施 

防災対策課 

地域福祉課 

② 自主防災活動への男女の参画及

び防災知識の習得の促進 

防災対策課 

③ 防犯活動への男女の参画及び防

犯に関する知識の習得の促進 

市民協働課 

４ 環境分野への参画の促進 

① 環境分野での意思決定過程への

女性の参画の促進 

環境衛生課 

エコエネ推進課 

清掃管理課 

② 地域における環境学習の推進や

地域団体活動の支援 

環境衛生課 

エコエネ推進課 

清掃管理課 

市民協働課 

５ 地域づくり、観光事業、

市民との協働事業への参

画の促進 

① 地域づくり、観光事業、市民と

の協働事業への男女共同参画の

促進（再掲） 

商工観光課 

市民協働課 

６ 国際交流への男女共同参

画の促進 

① 国際的な男女共同参画に関する

情報の収集及び提供 

広報秘書課 

市民協働課 

② 男女共同参画への理解を養う国

際交流の促進 

広報秘書課 

③ 市民参画による国際理解の促進 広報秘書課 

④ 在住外国人女性の自立支援 広報秘書課 
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【推進目標Ⅲ】 生涯安心の暮らしづくり 

重点テーマ 推進施策 担当課 

１ 生涯にわたる心身の健康

づくりへの支援 

① 男女の性の理解と女性の身体に

関する自己決定権の尊重 

健康課 

学校教育課 

② 妊娠・出産等に関する健康支援 健康課 

③ 生涯を通じた心身の健康維持と

増進 

健康課 

２ 高齢者と障がい者が安心

して暮らせる環境の整備 

① 高齢者の自立支援 高齢福祉課 

② 障がい者への総合的支援 地域福祉課 

③ 介護保険制度・高齢者福祉サービ

スの充実と介護支援 

高齢福祉課 

３ 貧困など生活上の困難に

直面する男女への支援 

① ひとり親家庭への生活支援内容

及び制度の充実 

地域福祉課 

子育て支援課 

 

【推進目標Ⅳ】 働きやすい場づくり 

重点テーマ 推進施策 担当課 

１ 事業所における性差別の

解消 

① 事業所に対する男女共同参画に

関する啓発 

商工観光課 

市民協働課 

２ ワークライフバランスの

推進 

① 仕事と家庭の両立支援の啓発 商工観光課 

市民協働課 

② 子育て支援 子育て支援課 

健康課 

生涯学習課 

３ 農林・水産・商工など自

営業における男女共同参

画の推進 

① 対等なパートナーとなるための

意識啓発 

農政課 

商工観光課 

② 女性の労働条件の向上 農政課 

商工観光課 

市民協働課 

③ 家族経営協定の促進 農政課 

農業委員会事務局

４ 女性のチャレンジ支援 

① 農林水産業に関するチャレンジ

の支援 

農政課 

農業委員会事務局

② 起業、NPO・ボランティア等の活

動発足の支援 

市民協働課 

③ 子育てや介護等でいったん仕事

を中断した女性の再チャレンジ 

商工観光課 

市民協働課 
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【推進目標】 【重点テーマ】

１　男女の人権の尊重

３　男女共同参画の視点に立った社会制度・習慣の見直し、意識の改革

４　あらゆる世代にとっての男女共同参画

２　男女共同参画教育・啓発の充実

２　計画の進行管理

１　方針決定の過程への男女共同参画の促進

２　地域活動における男女共同参画の推進

３　防災（災害復興を含む）、防犯活動への男女共同参画の促進

４　環境分野への参画の促進

５　地域づくり、観光事業、市民との協働事業への参画の促進

６　国際交流への男女共同参画の促進

１　生涯にわたる心身の健康づくりへの支援

２　高齢者と障がい者が安心して暮らせる環境の整備

３　貧困など生活上の困難に直面する男女への支援

１　事業所における性差別の解消

２　ワークライフバランスの推進

３　農林・水産・商工など自営業における男女共同参画の推進

４　女性のチャレンジ支援

１　推進体制の整備

み
ん
な
が
自
分
ら
し
く
輝
け
る
ま
ち
・
た
は
ら

Ⅱ　誰もが参画のまちづくり

Ⅲ　生涯安心の暮らしづくり

Ⅳ　働きやすい場づくり

推進体制

Ⅰ　人権尊重と男女平等の意識づくり



【推進施策】

①男女の人権に対する啓発活動

②女性や子どもに対する暴力等と女性の悩み事相談体制の充実

①家庭・地域における男女共同参画教育・啓発の促進

②学校における男女共同参画教育・啓発の促進

①男女共同参画阻害要因についての問題提起

①さまざまな世代、男女双方への男女共同参画の啓発

③多様な選択を可能にする学習機会の充実

①委員・役員等への女性の登用促進

②職員・社員の管理監督者への登用促進

①地域活動への女性の参画促進

②地域づくり、観光事業、市民との協働事業への男女共同参画の促進

①男女双方の視点に十分配慮した防災対策の立案と実施

③生涯を通じた心身の健康維持と増進

②自主防災活動への男女の参画及び防災知識の習得の促進

③防犯活動への男女の参画及び防犯に関する知識の習得の促進

①環境分野での意思決定過程への女性参画の促進

②地域における環境学習の推進や地域団体活動の支援

①地域づくり、観光事業、市民との協働事業への男女共同参画の促進（再掲）

①国際的な男女共同参画に関する情報の収集及び提供

②男女共同参画への理解を養う国際交流の促進

③市民参画による国際交流の促進

④在住外国人女性の自立支援

①男女の性の理解と女性の身体に関する自己決定権の尊重

②妊娠・出産等に関する健康支援

②起業、ＮＰＯ・ボランティア等の活動発足の支援

①高齢者の自立支援

②障がい者への総合的支援

③介護保険制度・高齢者福祉サービスの充実と介護支援

①ひとり親家庭への生活支援内容及び制度の充実

①事業所に対する男女共同参画に関する啓発

①仕事と家庭の両立支援の啓発

③子育てや介護等でいったん仕事を中断した女性の再チャレンジ

②子育て支援

①対等なパートナーとなるための意識啓発

②女性の労働条件の向上

③家族経営協定の促進

①農林水産業に関するチャレンジの支援
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 第５章 参考資料            

 

■男女共同参画に関する市内の活動事例 
 田原市内には、さまざまな形で男女共同参画を実践している市民活動団体等があります。

公益的・公共的な市内の活動事例を一部整理しています。 

 

【推進目標Ⅰ】 人権尊重と男女平等の意識づくり 

活動者 活 動 内 容 

人権擁護委員 

人権週間における小中学校訪問をはじめ、小・中・高等学校へ訪問して

行う人権教室によって、人権意識を学ぶことにより、男女平等の意識づく

りが行われている。 

女性会議 WIT 

ウィット 

女性へのDV防止や性教育等、さまざまな男女共同参画をテーマとした講

座を企画したり、セミナーに参加したりし、メンバーと市民の男女共同参画

意識の向上を目指している市民活動団体。 

 

第４回男女共同参画フェスティバルの様子 
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【推進目標Ⅱ】 誰もが参画のまちづくり 

活動者 活 動 内 容 

民生・児童委員、 

人権擁護委員、 

行政相談委員 

委員の女性比率が民生・児童委員は４０％、人権擁護委員では６０％と多

くの女性委員が参画している。 

田原市生活学校 

省エネ対策やリサイクル活動から料理教室など、暮らしをより良くするた

めの女性中心の団体で、女性ならではの視点による活動や勉強会を行

い、住みやすいまちづくりに貢献している。（牛乳パック回収・小物づくり

等） 

地域参加の女性団

体（野田レディース） 

従来の婦人会に代わり、地域に根ざしながらも、女性が主体的に地域活

動に参加する団体として結成。地域行事の運営支援のほか、夏祭りでは

太鼓をたたいたり、手筒花火を揚げたりと男性的な分野でも楽しんで活動

している。 

絆づくりの会（片浜

女性サロン） 

「いざというときのため」「地域の女性のつながりのため」、自治会内で気

軽な女性の仲間づくりをしようと、喫茶や健康づくりなどの活動を行ってい

る。自治会も集会所を提供するなど支援している。 

女 性 防 災 リ ー ダ ー

（神戸校区） 

市内１１１人の防災リーダーのうち、女性はただ一人（神戸校区）。男性が

多い中で不安を感じながらも、女性の視点をもってリーダーを務めてい

る。 

※H２４年８／１号広報たはら「男女共同参画ニュース」に掲載 

男の料理教室 
福江校区、大草校区の市民館などで、地域の男性対象に、料理を学ぶ講

座が行われている。 

田原市女性防火クラ

ブ 

家庭防火・防災に関する知識向上、安全な家庭・まちづくりを目的とする、

市内女性１５名が参加するボランティア組織。 

（Ｈ２４年８月１９日発足） 

なばなの会 

（加治区婦人会） 

自治会の女性同士でお茶会を行ったり、地区の祭りや地域活動に参加し

たり、いざという時のために、女性同士で仲間づくりをする。自治会の会

合にも出席し、女性の視点をもって会議に参加している。 
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【推進目標Ⅲ】 生涯安心の暮らしづくり 

活動者 活 動 内 容 

民生・児童委員 

人権擁護委員 

行政相談委員 

委員の女性比率が民生・児童委員は４０％、人権擁護委員では６０％と多

くの女性委員が参画している。 

 

【推進目標Ⅳ】 働きやすい場づくり 

活動者 活 動 内 容 

フレッシュライフセミ

ナー参加者（結婚し

て数年までの農家

女性） 

新たに田原市の農家に嫁いだ女性に対し、農業や農村生活の基礎知識

や技術習得を得るためのセミナーを開催する。先進農業、地元食材、郷

土料理等を学び、また先輩農業者と交流を行う。（年５回開催予定） 

農村生活アドバイザ

ー会員 

農村生活アドバイザーが有する能力や役割を十分に発揮し、農家生活の

向上及び地域の農業振興に関する情報交換並びに研究を通して、農家

生活の向上を図るための活動を行う。（随時開催） 

建設会社勤務の女

性職人 

（大草校区） 

男性のイメージが強い大工職人の世界で、周りから反対されながらも自

分の夢を実現させ、自分らしく働いている。 

※H２２年８／１号広報たはら「男女共同参画ニュース」に掲載 
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■男女共同参画関係データ集 

 

【推進目標Ⅰ】 人権尊重と男女平等の意識づくり 

■男女共同参画の認知度（H23 年度市民アンケート調査） 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

3.1

4.5

5.5

28.0

18.5

12.5

38.6

30.8

12.0

29.6

56.3

34.1

23.1

60.0

48.1

28.1

20.5

34.1

2.3

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

内容を含め詳しく知ってい

た

だいたい知っていた

男女共同参画社会という

言葉は聞いたことがあっ

た
知らなかった

無回答

 

4.0

3.8

3.9

28.7

34.4

31.4

29.1

31.2

30.2

34.5

29.0

31.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

田原市全体

内容を含め詳しく知って

いた

だいたい知っていた

男女共同参画という言葉

は聞いたことがあった

知らなかった
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 【男性・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】国調査（H24 年 10 月） 

「『男女共同参画社会』という言葉を見たり聞いたりしたことがあると回答した割合 

 

7.9

4.8

17.4

27.8

30.4

28.9

44.6

34.8

22.2

30.4

39.5

28.9

47.8

50.0

39.1

23.7

19.3
2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

内容を含め詳しく知ってい

た

だいたい知っていた

男女共同参画社会という

言葉は聞いたことがあっ

た
知らなかった

無回答
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■各分野における男女平等意識（H23 年度市民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考】国調査（H24 年 10 月） 

 
 
 
 

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平　　　等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答N =411

家庭生活

職場

地域活動

社会通念・慣習・
しきたりなど

法律や制度

政治

学校教育

14.8

7.8

23.4

6.6

14.1

46.5

39.2

49.1

26.0

44.8

16.3

16.3

26.5

10.0

39.4

20.4

54.7

8.3

7.1

4.4

7.3

13.4

8.5

16.8

13.6

16.1

6.6

5.4

6.3

5.8

6.1

5.8

2.9

10.5 46.2 25.8

2.9

1.0

1.7

6.8

1.2

1.0

1.0

0.7

0.2

1.7

4.6 4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■子どもの育て方に関する考え方（H23 年度市民アンケート調査） 

 
男の子、女の子と区別せずに、同じように育てた方がよい

「男の子は男らしく、女の子は女らしく」育てた方がよい

どちらともいえない

無回答

N =

411 36.0 37.2 23.4 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 

N =

女性 223

男性 186 33.3

38.1

45.7

30.5

18.3

27.4

2.7

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■男女平等の意識を育てるために学校教育で必要なこと 
（H23 年度市民アンケート調査） 

 

 

61.5

11.5

51.7

54.0

22.4

5.2

8.0

10.3

8.0

0.6

5.7

67.7

12.8

54.9

46.6

21.8

3.0

10.5

11.3

9.0

0.8

0.8

64.3

12.0

52.9

50.6

22.1

4.2

9.1

10.7

8.4

0.6

3.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

生活指導や進路指導において、男女の別なく能力を活かせるように

配慮する

教科書など、固定化された男女の役割や特性についての記述をなく

す

異性を思いやる気持ちの大切さを教える心の教育を充実させる

男女ともに、家事や育児、介護などについて学習する時間を設ける

性に対する正しい知識や性の尊厳、母性保護の重要性についての

学習を推進する

女性の人権や性の商品化について考える機会を設ける

教員や保護者に男女平等の研修を推進する

管理職（校長や教頭）に女性を増やしていく

出席簿の順番や持ち物の色など、男女を分ける習慣をなくす

その他

わからない

女性

男性

全体
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【推進目標Ⅱ】 誰もが参画のまちづくり 

 
■政治・行政への女性の参画状況（H24 年度市調査） 

性別 市議会議員 審議会委員会等 市管理監督者 

男 
19 人 210 人（221 人） 214 人（219 人） 

95％ 82.0％（82.8％） 71.3％（73.7％） 

女 
1 人 46 人（46 人） 86 人（78 人） 

5％ 18.0％（17.2％） 28.7％（26.3％） 

合計 20 人 256 人（267 人） 300 人（297 人） 

                      H24 年 4 月現在（比較 H23 年 4 月） 

 

 

■施策づくりへの女性の参画に関する考え（H23 年度市民アンケート調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

半分は女性の代表者が占めるべきだと思う

今よりもう少し女性の代表者が増えると良い

現状のままで良い

女性の代表者は必要ない

わからない

無回答

N =

女性 223

男性 186 15.1

12.1

58.1

51.6

15.1

13.9

0.5

1.3

7.5

14.8

3.8

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

411 13.4 54.5 14.6

1.0

11.4 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 
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■本市における法令・条例設置委員への女性登用率が低い理由 
  （H23 年度市民アンケート調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

■現在の地域活動への参加状況（H23 年度市民アンケート調査） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.8

35.4

37.2

25.1

14.3

5.8

8.1

38.7

27.4

43.0

23.1

11.3

3.2

6.5

37.7

31.6

40.1

24.1

12.9

4.6

7.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

女性自身が社会進出に消極的だから

女性の社会進出をよく思われない社

会通念があるから

女性の社会進出を支える条件整備が

不十分だから

家庭があるため女性は社会進出でき

ない

指導力など女性の能力が男性ほど高

くないから

その他

無回答

女性

男性

全体

 

31.8

5.6

12.1

4.9

9.4

41.3

50.0

0.0

8.1

8.6

11.8

23.7

40.1

5.6

10.2

6.6

10.5

33.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

自治会・町内会活動

女性団体活動

ＰＴＡ活動

子ども会・青少年活動

ボランティア活動のなどの社会奉仕活動

特に参加していない、参加したいと思わない

女性

男性

全体
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■今後参加したい活動（地域活動・社会活動）（H23 年度市民アンケート調査） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■たはら国際交流協会の会員数（H24 年度市調査） 

性別 会員数 割合 

男 77 人 43.8％ 

女 99 人 56.3％ 

計 176 人 － 

（H24 年 10 月現在） 

12.1

10.0

9.0

14.3

36.3

34.1

14.5

0.0

12.9

13.4

32.8

34.9

13.1

10.0

10.7

13.9

34.8

34.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

自治会・町内会活動

女性団体活動

ＰＴＡ活動

子ども会・青少年活動

ボランティア活動のなどの社会奉仕活動

特に参加していない、参加したいと思わない

女性

男性

全体
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【推進目標Ⅳ】 働きやすい場づくり 

 
■女性の就業率の都市比較（H22 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■田原市の女性の就業者数（H22 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.3

50.2

51.0

50.6

49.7

52.4

49.4

47.5

47.9

44.7

0 10 20 30 40 50 60 70

田原市

豊橋市

豊川市

蒲郡市

新城市

碧南市

大府市

知多市

愛知県

全国

 

15,624
16,558 16,186 16,692 16,763 16,732

63.6 62.7 63.4 62.0 61.5 61.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22

女性の就業者数

女性の就業割合
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■女性就業者の産業別構成の都市比較（H22 国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■職場における男女差別（H23 年度市民アンケート調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N =

女性 142

男性 150

3.3

13.4

75.3

64.8

12.7

12.0

8.7

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

294 8.2 70.1 12.2 9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 

不当に差別されていると思う そのようなことはないと思う

わからない 無回答

33.8
6.9

7.8

5.3

9.1

5.4

2.1

2.3

2.5

3.7

10.5
18.9

24.1

27.6

27.2

31.0

21.3

19.1

19.1

14.5

47.2
44.3

65.0

64.6

62.5

60.3

71.6

73.3

72.3

76.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

田原市

豊橋市

豊川市

蒲郡市

新城市

碧南市

大府市

知多市

愛知県

全国

第１次産業

第２次産業

第３次産業
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■女性が男性に比べ不当に差別されていると思う理由（H23 年度市民アンケート調査） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
■仕事と家庭生活・地域活動における女性の生き方（H23 年度市民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金に差別がある

昇進、昇格に差別がある

能力が正当に評価されない

補助的な仕事しかやらせてもらえない

女性を幹部職員に登用しない

結婚したり子どもが生まれたりすると勤め続けにくい雰囲気がある

女性は定年まで勤め続けにくい雰囲気がある

教育・訓練を受ける機会が少ない

その他

わからない

N =

女性 19

男性 5 60.0

26.3

20.0

42.1

20.0

15.8 5.3 10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

24 33.3 37.5 16.7 4.2 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 

3.1

1.7

15.2

14.0

14.6

39.5

29.0

34.8

25.1

19.9

22.6

6.7

8.6

7.5

9.0

6.5

8.0

1.3

22.0

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

家庭生活または地域活動よりも、仕事

に専念する

家庭生活または地域活動にも携わる

が、あくまで仕事を優先させる

家庭生活または地域活動と仕事を同

じように両立させる

仕事にも携わるが、家庭生活または、

地域活動を優先させる

仕事よりも、家庭生活または地域活動

に専念する

わからない

無回答
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■女性が働き続けるために必要な社会支援（H23 年度市民アンケート調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.2

53.4

53.4

17.0

14.3

16.1

34.1

26.5

3.6

2.2

7.6

27.4

45.2

51.1

21.5

18.3

18.3

28.5

21.0

2.7

1.6

5.4

25.5

49.6

52.6

31.6

16.1

17.0

31.6

23.8

3.2

1.9

6.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

給料や仕事内容、昇進などの男女差を解消する

職業（仕事）と家庭の両立に職場が理解し協力する

夫や家族が理解し協力する

育児・介護休業制度を定着させる

夫の育児・介護休業を定着させる

産前・産後・生理休暇などを取りやすくする

育児・保育に対する支援や施策、サービスを充実さ

せる

介護・看護に対する支援や施策、サービスを充実さ

せる

女性労働者に対する相談窓口などを設置する

その他

無回答

女性

男性

全体
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■家庭での男女の役割分担の現状（H23 年度市民アンケート調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

すべて女性が担当

主に女性が担当し男性は手伝う程度

男女同じ程度

主に男性が担当し女性は手伝う程度

すべて男性が担当

該当する人がいない・該当する選択肢がない

無回答

N =315

掃除

洗濯

食事のしたく

食事の後片付け、
食器洗い

ゴミ出し

近所づきあい

乳幼児の世話

子どもの教育

介護

家計の管理

63.8

60.6

54.6

34.6

7.0

20.3

8.6

13.0

38.7

22.9

27.3

27.0

19.7

18.7

30.5

28.3

20.0

21.6

7.6

4.8

11.1

14.9

49.8

6.0

27.9

10.2

17.8

10.8

15.6

7.3

14.9

7.3

27.0

21.0

41.0

5.1

5.1

5.7

4.8

5.4

15.9

13.3

14.0

6.7

39.4 42.5 11.7

1.3

0.6

0.3

1.0

1.3

2.2

0.6

0.3

2.2

0.6

1.0

0.3

0.6

1.3

0.3

0.3

0.3

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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■男性が家事・育児・介護に携わるために必要なこと（H23 年度市民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.8

38.6

24.7

30.9

23.8

7.6

2.2

0.9

6.7

40.9

39.2

25.8

21.5

24.7

6.5

1.6

3.8

3.2

38.4

38.7

25.3

26.8

24.1

7.5

1.9

2.2

5.1

0 10 20 30 40 50 60

家庭で、家事・育児・介護の分担について十分話し合

う

仕事と家庭の両立ができるように社会全体の仕組み

を改める

勤務時間の弾力化、労働時間の短縮、育児・介護休

暇の普及等を図る

家庭で子どもに、男女の区別なく家事・育児・介護に

たずさわることの必要性を教える

学校で児童や生徒に、男女の区別なく家事・育児・介

護にたずさわることの必要性を教える

男性への家事講座、情報提供、相談窓など行政の支

援施策を充実する

その他

たずさわる必要はない

無回答

女性

男性

全体
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■産業分類別就業者数（H22 年国勢調査） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■家族経営協定締結戸数（H23 年度市調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206
221

235
252

220

0

50

100

150

200

250

300

H19 H20 H21 H22 H23

戸数（戸）

 

  

H12 H17 H22 H22-H17 

実数

（人） 

割合

（％） 

実数

（人） 

割合

（％） 

実数

（人） 

割合

（％） 
％ 

就業者数 39,340 100.0 40,555 100.0 38,739 100.0 -4.7

第１次産業 13,837 35.0 13,502 33.3 10,935 28.2 -23.5

農業 13,206 34.0 12,851 31.7 10,420 26.9 -23.3

林業 1 0.0 3 0.0 4 0.0 25.0

漁業 630 2.0 648 1.6 511 1.3 -26.8

第２次産業 10,590 27.0 11,740 28.9 10,058 26.0 -16.7

鉱業 17 0.0 14 0.0 8 0.0 -75.0

建設業 2,603 7.0 2,234 5.5 1,890 4.9 -18.2

製造業 7,970 20.0 9,492 23.4 8,160 21.1 -16.3

第３次産業 14,881 38.0 15,169 37.4 17,764 45.9 14.6

電気・ガス・熱供給・水道業 254 1.0 88 0.2 86 0.2 -2.3

運輸・通信業 1,464 4.0 1,370 3.4 1,482 3.8 7.6

卸売・小売業、飲食店 5,574 14.0 5,967 14.7 3,952 10.2 -51.0

金融・保険業 410 1.0 371 0.9 381 1.0 2.6

不動産業 71 0.0 85 1.4 187 0.5 54.5

サービス業 6,377 16.0 6,622 16.3 8,058 20.8 17.8

公務 731 2.0 666 1.6 702 1.8 5.1

分類不能の産業 32 0.0 144 0.4 2,916 7.5 95.1
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■男女の年齢別就労割合（H22 年国勢調査） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女性が職業を持つことに対する考え（H23 年度市民アンケート調査） 
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■新規就農者数（H24 年度市調査） 
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【推進体制】 

 
■男女共同参画社会の推進のために必要なこと（H23 年度市民アンケート調査） 
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男女平等を目指した法律・制度の制定や見直しを行

う

女性を政策決定の場に積極的に登用する

各種団体の女性のリーダーを養成する

職場における男女の均等な取り扱いについて周知徹

底を行う

女性の就労の機会を増やしたり、女性の職業教育や

職業訓練を充実する

保育の施設・サービスや高齢者や病人の施設・介護

サービスなどを充実する

学校教育や社会教育・生涯学習の場で、男女の平等

と相互の理解や協力についての学習を充実する

女性の生き方に関する情報提供や交流・相談・教育

の場となる施設を充実する

各国の女性との交流や情報提供など、国際交流を推

進する

広報誌やパンフレットなどで、男女の平等と相互の理

解や協力についてＰＲする

社会における女性に対する差別や、女性や子どもに

対する暴力について認識し、差別や暴力のない社…

その他

特にない

わからない

女性

男性

全体
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■男女共同参画関係法令 
 

男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号

目次  

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人

の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女

平等の実現に向けた様々な取組が、国際

社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が

必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活

動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急

速な変化に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同

参画社会の実現を二十一世紀の我が国社

会を決定する最重要課題と位置付け、社

会のあらゆる分野において、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の推進

を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成につ

いての基本理念を明らかにしてその方向

を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の男女共同参画社会の形成に

関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重

され、かつ、社会経済情勢の変化に対応

できる豊かで活力ある社会を実現するこ

との緊要性にかんがみ、男女共同参画社

会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする。  
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（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女

が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受すること

ができ、かつ、共に責任を担うべき社

会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定す

る機会に係る男女間の格差を改善する

ため必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し、当該機会を積極的

に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男

女の個人としての尊厳が重んぜられるこ

と、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発

揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されることを旨として、

行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての

配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当た

っては、社会における制度又は慣行が、

性別による固定的な役割分担等を反映し

て、男女の社会における活動の選択に対

して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因

となるおそれがあることにかんがみ、社

会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の選択に対して及ぼす影響を

できる限り中立なものとするように配慮

されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男

女が、社会の対等な構成員として、国若

しくは地方公共団体における政策又は民

間の団体における方針の立案及び決定に

共同して参画する機会が確保されること

を旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両

立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家

族を構成する男女が、相互の協力と社会

の支援の下に、子の養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動について家

族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことが

できるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。  

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進

が国際社会における取組と密接な関係を

有していることにかんがみ、男女共同参

画社会の形成は、国際的協調の下に行わ

れなければならない。  

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定

める男女共同参画社会の形成についての

基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策（積極的改善措置を含

む。以下同じ。）を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。  
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（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成の促進

に関し、国の施策に準じた施策及びその

他のその地方公共団体の区域の特性に応

じた施策を策定し、及び実施する責務を

有する。  

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家

庭その他の社会のあらゆる分野において、

基本理念にのっとり、男女共同参画社会

の形成に寄与するように努めなければな

らない。  

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を実施するため

必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女

共同参画社会の形成の状況及び政府が講

じた男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策についての報告を提出しなけれ

ばならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男

女共同参画社会の形成の状況を考慮して

講じようとする男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を明らかにした文書

を作成し、これを国会に提出しなければ

ならない。  

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な計画

（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げ

る事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき

男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議

の意見を聴いて、男女共同参画基本計画

の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ

ばならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による

閣議の決定があったときは、遅滞なく、

男女共同参画基本計画を公表しなければ

ならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本

計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基

本計画を勘案して、当該都道府県の区域

における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画

（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に

掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合

的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱  
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二 前号に掲げるもののほか、都

道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必

要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及

び都道府県男女共同参画計画を勘案して、

当該市町村の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策について

の基本的な計画（以下「市町村男女共同

参画計画」という。）を定めるように努

めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男

女共同参画計画又は市町村男女共同参画

計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女

共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認

められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に

配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報

活動等を通じて、基本理念に関する国民

の理解を深めるよう適切な措置を講じな

ければならない。  

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策又

は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼ

すと認められる施策についての苦情の処

理のために必要な措置及び性別による差

別的取扱いその他の男女共同参画社会の

形成を阻害する要因によって人権が侵害

された場合における被害者の救済を図る

ために必要な措置を講じなければならな

い。  

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は

慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響に関する調査研究その他の男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の策

定に必要な調査研究を推進するように努

めるものとする。  

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形

成を国際的協調の下に促進するため、外

国政府又は国際機関との情報の交換その

他男女共同参画社会の形成に関する国際

的な相互協力の円滑な推進を図るために

必要な措置を講ずるように努めるものと

する。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する

支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施す

る男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策及び民間の団体が男女共同参画社

会の形成の促進に関して行う活動を支援

するため、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるように努めるものとする。  

第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会

議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務を

つかさどる。  
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一 男女共同参画基本計画に関し、

第十三条第三項に規定する事項を処理

すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣

総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、

男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重

要事項を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、

調査審議し、必要があると認めるとき

は、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の実施

状況を監視し、及び政府の施策が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響を調

査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十

四人以内をもって組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をも

って充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をも

って充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣

のうちから、内閣総理大臣が指定する

者  

二 男女共同参画社会の形成に関

し優れた識見を有する者のうちから、

内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規

定する議員の総数の十分の五未満であっ

てはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女の

いずれか一方の議員の数は、同号に規定

する議員の総数の十分の四未満であって

はならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とす

る。  

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の

任期は、二年とする。ただし、補欠の議

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任さ

れることができる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂

行するために必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、監視又は調査

に必要な資料その他の資料の提出、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求める

ことができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに特に必要があると認めるときは、前

項に規定する者以外の者に対しても、必

要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、

会議の組織及び議員その他の職員その他

会議に関し必要な事項は、政令で定める。  

附 則（平成十一年六月二三日法律第七

八号） 抄  
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（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行

する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平

成九年法律第七号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第

百二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改

正する法律（平成十一年法律第八十八号）

の施行の日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。  

（施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、

第十四条第三項、第二十三条、第二十

八条並びに第三十条の規定 公布の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日

において次に掲げる従前の審議会その他

の機関の会長、委員その他の職員である

者（任期の定めのない者を除く。）の任

期は、当該会長、委員その他の職員の任

期を定めたそれぞれの法律の規定にかか

わらず、その日に満了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定す

るもののほか、この法律の施行に伴い必

要となる経過措置は、別に法律で定める。  

附 則 （平成十一年十二月二十二日法

律第百六十号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を

除く。）は、平成十三年一月六日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（抄） 

（1979 年 12 月 18 日 国際連合総会採択 1981 年 9 月 3 日発行） 

 

 

こ

 この条約の締約国は，国際連合憲章が

基本的人権，人間の尊厳及び価値並びに

男女の権利の平等に関する信念を改めて

確認していることに留意し，世界人権宣

言が，差別は容認することができないも

のであるとの原則を確認していること，

並びにすべての人間は生まれながらにし

て自由であり，かつ，尊厳及び権利につ

いて平等であること並びにすべての人は

性による差別その他のいかなる差別もな

しに同宣言に掲げるすべての権利及び自

由を享有することができることを宣明し

ていることに留意し，人権に関する国際

規約の締約国がすべての経済的，社会的，

文化的，市民的及び政治的権利の享有に

ついて男女に平等の権利を確保する義務

を負っていることに留意し，国際連合及

び専門機関の主催の下に各国が締結した

男女の権利の平等を促進するための国際

条約を考慮し，更に，国際連合及び専門

機関が採択した男女の権利の平等を促進

するための決議，宣言及び勧告に留意し， 

しかしながら，これらの種々の文書にも

かかわらず女子に対する差別が依然とし

て広範に存在していることを憂慮し， 

女子に対する差別は，権利の平等の原則

及び人間の尊厳の尊重の原則に反するも

のであり，女子が男子と平等の条件で自

国の政治的，社会的，経済的及び文化的

活動に参加する上で障害となるものであ

り，社会及び家族の繁栄の増進を阻害す

るものであり，また，女子の潜在能力を

自国及び人類に役立てるために完全に開

発することを一層困難にするものである

ことを想起し，窮乏の状況においては，

女子が食糧，健康，教育，雇用のための

訓練及び機会並びに他の必要とするもの

を享受する機会が最も少ないことを憂慮

し，衡平及び正義に基づく新たな国際経

済秩序の確立が男女の平等の促進に大き

く貢献することを確信し，アパルトヘイ

ト，あらゆる形態の人種主義，人種差別，

植民地主義，新植民地主義，侵略，外国

による占領及び支配並びに内政干渉の根

絶が男女の権利の完全な享有に不可欠で

あることを強調し，国際の平和及び安全

を強化し，国際緊張を緩和し，すべての

国（社会体制及び経済体制のいかんを問

わない。）の間で相互に協力し，全面的

かつ完全な軍備縮小を達成し，特に厳重

かつ効果的な国際管理の下での核軍備の

縮小を達成し，諸国間の関係における正

義，平等及び互恵の原則を確認し，外国

の支配の下，植民地支配の下又は外国の

占領の下にある人民の自決の権利及び人

民の独立の権利を実現し並びに国の主権

及び領土保全を尊重することが，社会の

進歩及び発展を促進し，ひいては，男女

の完全な平等の達成に貢献することを確

認し，国の完全な発展，世界の福祉及び

理想とする平和は，あらゆる分野におい

て女子が男子と平等の条件で最大限に参

加することを必要としていることを確信
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し，家族の福祉及び社会の発展に対する

従来完全には認められていなかった女子

の大きな貢献，母性の社会的重要性並び

に家庭及び子の養育における両親の役割

に留意し，また，出産における女子の役

割が差別の根拠となるべきではなく，子

の養育には男女及び社会全体が共に責任

を負うことが必要であることを認識し，

社会及び家庭における男子の伝統的役割

を女子の役割とともに変更することが男

女の完全な平等の達成に必要であること

を認識し，女子に対する差別の撤廃に関

する宣言に掲げられている諸原則を実施

すること及びこのために女子に対するあ

らゆる形態の差別を撤廃するための必要

な措置をとることを決意して，次のとお

り協定した。  

 

第１部 

第１条 

 この条約の適用上，「女子に対する差

別」とは，性に基づく区別，排除又は制

限であつて，政治的，経済的，社会的，

文化的，市民的その他のいかなる分野に

おいても，女子（婚姻をしているかいな

いかを問わない。）が男女の平等を基礎

として人権及び基本的自由を認識し，享

有し又は行使することを害し又は無効に

する効果又は目的を有するものをいう。  

 

第２条 

 締約国は，女子に対するあらゆる形態

の差別を非難し，女子に対する差別を撤

廃する政策をすべての適当な手段により，

かつ，遅滞なく追求することに合意し，

及びこのため次のことを約束する。 

 (a) 男女の平等の原則が自国の憲法

その他の適当な法令に組み入れられてい

ない場合にはこれを定め，かつ，男女の

平等の原則の実際的な実現を法律その他

の適当な手段により確保すること。 

 (b) 女子に対するすべての差別を禁

止する適当な立法その他の措置（適当な

場合には制裁を含む。）をとること。 

 (c) 女子の権利の法的な保護を男子

との平等を基礎として確立し，かつ，権

限のある自国の裁判所その他の公の機関

を通じて差別となるいかなる行為からも

女子を効果的に保護することを確保する

こと。 

 (d) 女子に対する差別となるいかな

る行為又は慣行も差し控え，かつ，公の

当局及び機関がこの義務に従って行動す

ることを確保すること。 

 (e) 個人，団体又は企業による女子に

対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとること。 

 (f) 女子に対する差別となる既存の

法律，規則，慣習及び慣行を修正し又は

廃止するためのすべての適当な措置（立

法を含む。）をとること。 

 (g) 女子に対する差別となる自国の

すべての刑罰規定を廃止すること。  

 

第３条 

 締約国は，あらゆる分野，特に，政治

的，社会的，経済的及び文化的分野にお

いて，女子に対して男子との平等を基礎

として人権及び基本的自由を行使し及び

享有することを保障することを目的とし

て，女子の完全な能力開発及び向上を確

保するためのすべての適当な措置（立法

を含む。）をとる。  
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第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進

することを目的とする暫定的な特別措置

をとることは，この条約に定義する差別

と解してはならない。ただし，その結果

としていかなる意味においても不平等な

又は別個の基準を維持し続けることとな

ってはならず，これらの措置は，機会及

び待遇の平等の目的が達成された時に廃

止されなければならない。  

２ 締約国が母性を保護することを目的

とする特別措置（この条約に規定する措

置を含む。）をとることは，差別と解し

てはならない。  

 

第５条 

 締約国は，次の目的のためのすべての

適当な措置をとる。 

 (a) 両性いずれかの劣等性若しくは

優越性の観念又は男女の定型化された役

割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる

慣行の撤廃を実現するため，男女の社会

的及び文化的な行動様式を修正すること。 

 (b) 家庭についての教育に，社会的機

能としての母性についての適正な理解並

びに子の養育及び教育における男女の共

同責任についての認識を含めることを確

保すること。あらゆる場合において，子

の利益は最初に考慮するものとする。  

 

第６条 

 締約国は，あらゆる形態の女子の売買

及び女子の売春からの搾取を禁止するた

めのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとる。  

 

 

第２部 

第７条 

 締約国は，自国の政治的及び公的活動

における女子に対する差別を撤廃するた

めのすべての適当な措置をとるものとし，

特に，女子に対して男子と平等の条件で

次の権利を確保する。 

 (a) あらゆる選挙及び国民投票にお

いて投票する権利並びにすべての公選に

よる機関に選挙される資格を有する権利 

 (b) 政府の政策の策定及び実施に参

加する権利並びに政府のすべての段階に

おいて公職に就き及びすべての公務を遂

行する権利 

 (c) 自国の公的又は政治的活動に関

係のある非政府機関及び非政府団体に参

加する権利  

 

第８条 

 締約国は，国際的に自国政府を代表し

及び国際機関の活動に参加する機会を，

女子に対して男子と平等の条件でかつい

かなる差別もなく確保するためのすべて

の適当な措置をとる。  

 

第９条 

１ 締約国は，国籍の取得，変更及び保

持に関し，女子に対して男子と平等の権

利を与える。締約国は，特に，外国人と

の婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が，

自動的に妻の国籍を変更し，妻を無国籍
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にし又は夫の国籍を妻に強制することと

ならないことを確保する。  

２ 締約国は，子の国籍に関し，女子に

対して男子と平等の権利を与える。  

 

第３部 

第１０条 

 締約国は，教育の分野において，女子

に対して男子と平等の権利を確保するこ

とを目的として，特に，男女の平等を基

礎として次のことを確保することを目的

として，女子に対する差別を撤廃するた

めのすべての適当な措置をとる。 

 (a) 農村及び都市のあらゆる種類の

教育施設における職業指導，修学の機会

及び資格証書の取得のための同一の条件。

このような平等は，就学前教育，普通教

育，技術教育，専門教育及び高等技術教

育並びにあらゆる種類の職業訓練におい

て確保されなければならない。 

 (b) 同一の教育課程，同一の試験，同

一の水準の資格を有する教育職員並びに

同一の質の学校施設及び設備を享受する

機会 

 (c) すべての段階及びあらゆる形態

の教育における男女の役割についての定

型化された概念の撤廃を，この目的の達

成を助長する男女共学その他の種類の教

育を奨励することにより，また，特に，

教材用図書及び指導計画を改訂すること

並びに指導方法を調整することにより行

うこと。 

 (d) 奨学金その他の修学援助を享受

する同一の機会 

 (e) 継続教育計画（成人向けの及び実

用的な識字計画を含む。）特に，男女間

に存在する教育上の格差をできる限り早

期に減少させることを目的とした継続教

育計画を利用する同一の機会 

 (f) 女子の中途退学率を減少させる

こと及び早期に退学した女子のための計

画を策定すること。 

 (g) スポーツ及び体育に積極的に参

加する同一の機会 

 (h) 家族の健康及び福祉の確保に役

立つ特定の教育的情報（家族計画に関す

る情報及び助言を含む。）を享受する機

会  

 

第１１条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として

同一の権利，特に次の権利を確保するこ

とを目的として，雇用の分野における女

子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとる。 

 (a) すべての人間の奪い得ない権利

としての労働の権利 

 (b) 同一の雇用機会（雇用に関する同

一の選考基準の適用を含む。）について

の権利 

 (c) 職業を自由に選択する権利，昇進，

雇用の保障並びに労働に係るすべての給

付及び条件についての権利並びに職業訓

練及び再訓練（見習，上級職業訓練及び

継続的訓練を含む。）を受ける権利 

 (d) 同一価値の労働についての同一

報酬（手当を含む。）及び同一待遇につ

いての権利並びに労働の質の評価に関す

る取扱いの平等についての権利 

 (e) 社会保障（特に，退職，失業，傷

病，障害，老齢その他の労働不能の場合

における社会保障）についての権利及び

有給休暇についての権利 
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 (f) 作業条件に係る健康の保護及び

安全（生殖機能の保護を含む。）につい

ての権利  

２ 締約国は，婚姻又は母性を理由とす

る女子に対する差別を防止し，かつ，女

子に対して実効的な労働の権利を確保す

るため，次のことを目的とする適当な措

置をとる。 

 (a) 妊娠又は母性休暇を理由とする

解雇及び婚姻をしているかいないかに基

づく差別的解雇を制裁を課して禁止する

こと。 

 (b) 給料又はこれに準ずる社会的給

付を伴い，かつ，従前の雇用関係，先任

及び社会保障上の利益の喪失を伴わない

母性休暇を導入すること。 

 (c) 親が家庭責任と職業上の責務及

び社会的活動への参加とを両立させるこ

とを可能とするために必要な補助的な社

会的サービスの提供を，特に保育施設網

の設置及び充実を促進することにより奨

励すること。 

 (d) 妊娠中の女子に有害であること

が証明されている種類の作業においては，

当該女子に対して特別の保護を与えるこ

と。  

３ この条に規定する事項に関する保護

法令は，科学上及び技術上の知識に基づ

き定期的に検討するものとし，必要に応

じて，修正し，廃止し，又はその適用を

拡大する。  

 

第１２条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として

保健サービス（家族計画に関連するもの

を含む。）を享受する機会を確保するこ

とを目的として，保健の分野における女

子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとる。  

２ １の規定にかかわらず，締約国は，

女子に対し，妊娠，分べん及び産後の期

間中の適当なサービス（必要な場合には

無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期

間中の適当な栄養を確保する。  

 

第１３条 

 締約国は，男女の平等を基礎として同

一の権利，特に次の権利を確保すること

を目的として，他の経済的及び社会的活

動の分野における女子に対する差別を撤

廃するためのすべての適当な措置をとる。 

 (a) 家族給付についての権利 

 (b) 銀行貸付け，抵当その他の形態の

金融上の信用についての権利 

 (c) レクリエーション，スポーツ及び

あらゆる側面における文化的活動に参加

する権利  

 

第１４条 

１ 締約国は，農村の女子が直面する特

別の問題及び家族の経済的生存のために

果たしている重要な役割（貨幣化されて

いない経済の部門における労働を含む。）

を考慮に入れるものとし，農村の女子に

対するこの条約の適用を確保するための

すべての適当な措置をとる。  

２ 締約国は，男女の平等を基礎として

農村の女子が農村の開発に参加すること

及びその開発から生ずる利益を受けるこ

とを確保することを目的として，農村の
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女子に対する差別を撤廃するためのすべ

ての適当な措置をとるものとし，特に，

これらの女子に対して次の権利を確保す

る。 

 (a) すべての段階における開発計画

の作成及び実施に参加する権利 

 (b) 適当な保健サービス（家族計画に

関する情報，カウンセリング及びサービ

スを含む。）を享受する権利 

 (c) 社会保障制度から直接に利益を

享受する権利 

 (d) 技術的な能力を高めるために，あ

らゆる種類（正規であるかないかを問わ

ない。）の訓練及び教育（実用的な識字

に関するものを含む。）並びに，特に，

すべての地域サービス及び普及サービス

からの利益を享受する権利 

 (e) 経済分野における平等な機会を

雇用又は自営を通じて得るために，自助

的集団及び協同組合を組織する権利 

 (f) あらゆる地域活動に参加する権

利 

 (g) 農業信用及び貸付け，流通機構並

びに適当な技術を利用する権利並びに土

地及び農地の改革並びに入植計画におい

て平等な待遇を享受する権利 

 (h) 適当な生活条件（特に，住居，衛

生，電力及び水の供給，運輸並びに通信

に関する条件）を享受する権利  

 

第４部 

第１５条 

１ 締約国は，女子に対し，法律の前の

男子との平等を認める。  

２ 締約国は，女子に対し，民事に関し

て男子と同一の法的能力を与えるものと

し，また，この能力を行使する同一の機

会を与える。特に，締約国は，契約を締

結し及び財産を管理することにつき女子

に対して男子と平等の権利を与えるもの

とし，裁判所における手続のすべての段

階において女子を男子と平等に取り扱う。  

３ 締約国は，女子の法的能力を制限す

るような法的効果を有するすべての契約

及び他のすべての私的文書（種類のいか

んを問わない。）を無効とすることに同

意する。  

４ 締約国は，個人の移動並びに居所及

び住所の選択の自由に関する法律におい

て男女に同一の権利を与える。  

 

第１６条 

１ 締約国は，婚姻及び家族関係に係る

すべての事項について女子に対する差別

を撤廃するためのすべての適当な措置を

とるものとし，特に，男女の平等を基礎

として次のことを確保する。 

 (a) 婚姻をする同一の権利 

 (b) 自由に配偶者を選択し及び自由

かつ完全な合意のみにより婚姻をする同

一の権利 

 (c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同

一の権利及び責任 

 (d) 子に関する事項についての親（婚

姻をしているかいないかを問わない。）

としての同一の権利及び責任。あらゆる

場合において，子の利益は至上である。 

 (e) 子の数及び出産の間隔を自由に

かつ責任をもって決定する同一の権利並

びにこれらの権利の行使を可能にする情

報，教育及び手段を享受する同一の権利 

 (f) 子の後見及び養子縁組又は国内
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法令にこれらに類する制度が存在する場

合にはその制度に係る同一の権利及び責

任。あらゆる場合において，子の利益は

至上である。 

 (g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓

及び職業を選択する権利を含む。） 

 (h) 無償であるか有償であるかを問

わず，財産を所有し，取得し，運用し，

管理し，利用し及び処分することに関す

る配偶者双方の同一の権利  

２ 児童の婚約及び婚姻は，法的効果を

有しないものとし，また，婚姻最低年齢

を定め及び公の登録所への婚姻の登録を

義務付けるためのすべての必要な措置

（立法を含む。）がとられなければなら

ない。  

 

第５部 

第１７条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を

検討するために，女子に対する差別の撤

廃に関する委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。委員会は，この条約

の効力発生の時は１８人の，３５番目の

締約国による批准又は加入の後は２３人

の徳望が高く，かつ，この条約が対象と

する分野において十分な能力を有する専

門家で構成する。委員は，締約国の国民

の中から締約国により選出するものとし，

個人の資格で職務を遂行する。その選出

に当たっては，委員の配分が地理的に衡

平に行われること並びに異なる文明形態

及び主要な法体系が代表されることを考

慮に入れる。  

２ 委員会の委員は，締約国により指名

された者の名簿の中から秘密投票により

選出される。各締約国は，自国民の中か

ら１人を指名することができる。  

３ 委員会の委員の最初の選挙は，この

条約の効力発生の日の後６箇月を経過し

た時に行う。国際連合事務総長は，委員

会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前

までに，締約国に対し，自国が指名する

者の氏名を２箇月以内に提出するよう書

簡で要請する。同事務総長は，指名され

た者のアルファベット順による名簿（こ

れらの者を指名した締約国名を表示した

名簿とする。）を作成し，締約国に送付

する。  

４ 委員会の委員の選挙は，国際連合事

務総長により国際連合本部に招集される

締約国の会合において行う。この会合は，

締約国の３分の２をもって定足数とする。

この会合においては，出席し，かつ投票

する締約国の代表によって投じられた票

の最多数で，かつ，過半数の票を得た指

名された者をもって委員会に選出された

委員とする。  

５ 委員会の委員は，４年の任期で選出

される。ただし，最初の選挙において選

出された委員のうち９人の委員の任期は，

２年で終了するものとし，これらの９人

の委員は，最初の選挙の後直ちに，委員

会の委員長によりくじ引で選ばれる。  

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙

は，３５番目の批准又は加入の後，２か

ら４までの規定に従って行う。この時に

選出された追加的な委員のうち２人の委

員の任期は，２年で終了するものとし，

これらの２人の委員は，委員会の委員長

によりくじ引で選ばれる。  
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７ 締約国は，自国の専門家が委員会の

委員としての職務を遂行することができ

なくなった場合には，その空席を補充す

るため，委員会の承認を条件として自国

民の中から他の専門家を任命する。  

８ 委員会の委員は，国際連合総会が委

員会の任務の重要性を考慮して決定する

条件に従い，同総会の承認を得て，国際

連合の財源から報酬を受ける。  

９ 国際連合事務総長は，委員会がこの

条約に定める任務を効果的に遂行するた

めに必要な職員及び便益を提供する。  

 

第１８条 

１ 締約国は，次の場合に，この条約の

実施のためにとった立法上，司法上，行

政上その他の措置及びこれらの措置によ

りもたらされた進歩に関する報告を，委

員会による検討のため，国際連合事務総

長に提出することを約束する。 

 (a) 当該締約国についてこの条約が

効力を生ずる時から１年以内 

 (b) その後は少なくとも４年ごと，更

には委員会が要請するとき。  

２ 報告には，この条約に基づく義務の

履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害

を記載することができる。  

 

第１９条 

１ 委員会は，手続規則を採択する。  

２ 委員会は，役員を２年の任期で選出

する。  

 

第２０条 

１ 委員会は，第１８条の規定により提

出される報告を検討するために原則とし

て毎年２週間を超えない期間会合する。  

２ 委員会の会合は，原則として，国際

連合本部又は委員会が決定する他の適当

な場所において開催する。  

 

第２１条 

１ 委員会は，その活動につき経済社会

理事会を通じて毎年国際連合総会に報告

するものとし，また，締約国から得た報

告及び情報の検討に基づく提案及び一般

的な性格を有する勧告を行うことができ

る。これらの提案及び一般的な性格を有

する勧告は，締約国から意見がある場合

にはその意見とともに，委員会の報告に

記載する。  

２ 国際連合事務総長は，委員会の報告

を，情報用として，婦人の地位委員会に

送付する。  

 

第２２条 

 専門機関は，その任務の範囲内にある

事項に関するこの条約の規定の実施につ

いての検討に際し，代表を出す権利を有

する。委員会は，専門機関に対し，その

任務の範囲内にある事項に関するこの条

約の実施について報告を提出するよう要

請することができる。  

 

第６部 

第２３条 

 この条約のいかなる規定も，次のもの



89 
 

に含まれる規定であって男女の平等の達

成に一層貢献するものに影響を及ぼすも

のではない。 

 (a) 締約国の法令 

 (b) 締約国について効力を有する他

の国際条約又は国際協定  

 

第２４条 

 締約国は，自国においてこの条約の認

める権利の完全な実現を達成するための

すべての必要な措置をとることを約束す

る。  

 

第２５条 

１ この条約は，すべての国による署名

のために開放しておく。  

２ 国際連合事務総長は，この条約の寄

託者として指定される。  

３ この条約は，批准されなければなら

ない。批准書は，国際連合事務総長に寄

託する。  

４ この条約は，すべての国による加入

のために開放しておく。加入は，加入書

を国際連合事務総長に寄託することによ

って行う。  

 

第２６条 

１ いずれの締約国も，国際連合事務総

長にあてた書面による通告により，いつ

でもこの条約の改正を要請することがで

きる。  

２ 国際連合総会は，１の要請に関して

とるべき措置があるときは，その措置を

決定する。  

 

第２７条 

１ この条約は，２０番目の批准書又は

加入書が国際連合事務総長に寄託された

日の後３０日目の日に効力を生ずる。  

２ この条約は，２０番目の批准書又は

加入書が寄託された後に批准し又は加入

する国については，その批准書又は加入

書が寄託された日の後３０日目の日に効

力を生ずる。  

 

第２８条 

１ 国際連合事務総長は，批准又は加入

の際に行われた留保の書面を受領し，か

つ，すべての国に送付する。  

２ この条約の趣旨及び目的と両立しな

い留保は，認められない。  

３ 留保は，国際連合事務総長にあてた

通告によりいつでも撤回することができ

るものとし，同事務総長は，その撤回を

すべての国に通報する。このようにして

通報された通告は，受領された日に効力

を生ずる。  

 

第２９条 

１ この条約の解釈又は適用に関する締

約国間の紛争で交渉によって解決されな

いものは，いずれかの紛争当事国の要請

により，仲裁に付される。仲裁の要請の

日から６箇月以内に仲裁の組織について
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紛争当事国が合意に達しない場合には，

いずれの紛争当事国も，国際司法裁判所

規程に従って国際司法裁判所に紛争を付

託することができる。  

２ 各締約国は，この条約の署名若しく

は批准又はこの条約への加入の際に，１

の規定に拘束されない旨を宣言すること

ができる。他の締約国は，そのような留

保を付した締約国との関係において１の

規定に拘束されない。  

３ ２の規定に基づいて留保を付した締

約国は，国際連合事務総長にあてた通告

により，いつでもその留保を撤回するこ

とができる。  

 

第３０条 

 この条約は，アラビア語，中国語，英

語，フランス語，ロシア語及びスペイン

語をひとしく正文とし，国際連合事務総

長に寄託する。 

 以上の証拠として，下名は，正当に委

任を受けてこの条約に署名した。 
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■田原市男女共同参画推進懇話会規約 

（名称） 

第１条 本会は、田原市男女共同参画推進懇話会と称する。 
 
（目的） 

第２条 本会は、市民、市民活動団体、事業者及び市の機関が、本市における男女共同

参画を推進する協働の場を設け、全体又は個別に推進策に取組むことを目的とする。 
 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達するために次の事業に取組むこととする。 
(1) 田原市男女共同参画推進プランに掲げる市の取組の進行状況を確認すること 
(2) 市全体及び各分野における取組を市民協働で推進すること 

 

（委員） 

第４条 本会は、次項各号に該当する委員２５人以内で構成する。 
２ 第１号から第３号の委員は、関係団体の推薦に基づき、第４号から第６号の委員は、

本会の目的から判断して、市長が指名する。 
(1) 地域団体、福祉・医療団体及びその他市民活動団体の関係者 
(2) 産業関係団体の関係者 
(3) 各種委員会、市議会及び市の関係組織の関係者 
(4) 市の職員 
(5) 学識経験者 
(6) その他男女共同参画推進に関わる個人又は団体の関係者 

３ 委員の任期は、２年とする。 
(1) 任期は、就任の日から翌年度の末日までとする。 
(2) 委員が欠けた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(3) 委員の再任は妨げない。 

 
（オブザーバー） 
第５条 本会にオブザーバーを置くことができる。 
２ オブザーバーは学識経験者の中から市長が指名する。 
 

（役員） 

第６条 本会は、委員の互選により次の役員を置く。 
(1) 会長 １名 
(2) 副会長 １名 

２ 役員は、次の職務を行う。 
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

 

（会議） 

第７条 本会の会議は、年２回以上開催し、次の事項を議題とする。 
(1) 第５条に規定する役員の選任及び本規約の改正に関すること 
(2) 第３条に規定する事業に関すること 
(3) その他会長が必要と認めること 
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（部会） 

第８条 本会は、必要に応じて部会を設けることができる。 
(1) 部会は、市全体の男女共同参画推進事業等の企画運営機能として設置する。 
(2) 部会の設置及び活動内容等は、第６条の会議において決定する。 
(3) 部会の構成員は、本会の委員から会長が選任する。 
(4) 部会は、希望を募り、市民等を参加させることができる。 

 
（事務局） 

第９条 本会の事務局は、田原市市民環境部市民協働課が担当する。 
 
（雑則） 

第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 
 
附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２１年４月１日から施行する。 
２ この規約は、平成２３年６月１７日から施行する。 
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■田原市男女共同参画推進懇話会委員名簿 

（任期：平成 23 年 6 月 17 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

通番 役 職 氏  名 区     分 

１ 会 長 中村 都祁子 市の関係組織 行政相談委員 

2 副会長 河邉 寿夫 地 域 団 体 田原市地域コミュニティ連合会理事（野田校区会長）

３ 委 員 岩田 大介 地 域 団 体 社団法人田原青年会議所副委員長 

４ 委 員 松野 美香 地 域 団 体 たはら国際交流協会事務局 

５ 委 員 鈴木 政義 医 療 団 体 愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院事務次長 

６ 委 員 菊池 邦子 福 祉 団 体 社会福祉法人田原市社会福祉協議会主任 

７ 委 員 森下 静子 市 民 団 体 女性会議 WIT ウィット代表 

８ 委 員 吉武 正康 産 業 関 係 愛知外海漁業協同組合代表理事組合長 

９ 委 員 槇田 圭一 産 業 関 係 田原市認定農業者連絡会会長 

10 委 員 大久保 哲夫 産 業 関 係 愛知みなみ農業協同組合人事課長 

11 委 員 榎本 明美 産 業 関 係 渥美商工会女性部長 

12 委 員 太田 敦子 産 業 関 係 田原市商工会女性部副部長 

13 委 員 加藤 昌高 産 業 関 係 渥美半島観光ビューロー 事業推進本部員 

14 委 員 柴田  登 市 議 会 田原市議会議員 

15 委 員 本田 則子 各種委員会 田原市更生保護女性会 

16 委 員 鈴木 貴江 各種委員会 田原市農業委員会委員 

17 委 員 金原 真人 各種委員会 田原市教育委員会委員 

18 委 員 川口 昌宏 市 の 職 員 田原市市民環境部長 

19 委 員 永田 みよ江 その他市民 公募者 

20 委 員 平野 利依 その他市民 公募者 

 

役 職 氏  名 区     分 

オブザーバー 武田 圭太 学識経験者 愛知大学教授 
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■プラン策定から改訂までの経過 
年月日 内容 

平成 16 年 1 月 30 日～ 

      2 月 13 日 

 

平成 17 年 12 月 2 日 

 

 

平成17年12月16日～

平成 18 年 1 月 31 日 

 

 

      1 月 12 日 

 

2 月 14 日 

 

2 月 21 日 

 

 

 

 

    3 月 8～14 日 

 

 

3 月 17 日 

 

3 月 24 日 

 

 

 

 

6 月 7 日～9 日 

 

6 月 29 日～7 月 13 日 

 

 

7 月 26 日 

 

 

8 月 1 日 

 

 

市民アンケート実施 

（旧田原市） 

 

第 1 回庁内ワーキング 

 

 

市民アンケート実施 

（旧渥美町） 

 

 

第 2 回庁内ワーキング 

 

第 3 回庁内ワーキング 

 

第 1 回田原市男女共同参

画推進検討会議 

※第 4 回庁内ワーキング

とし、メンバーも出席 

 

団体ヒアリング調査実施

 

 

第 5 回庁内ワーキング 

 

第 2 回田原市男女共同参

画推進検討会議 

 

 

 

第 1 回勉強会 

 

第 2 回勉強会 

 

 

第 6 回庁内ワーキング 

 

 

第 3 回田原市男女共同参

画推進検討会議 

 

旧田原市に在住の 20 歳以上の男女から無作為に

1,000 人を抽出し、郵送配布・回収 

 

庁内の関係各課の係長級をメンバーとするワーキン

グを構成し、推進事業調査を依頼 

 

旧渥美町に在住の 20 歳以上の男女から無作為に 500

人を抽出し、郵送配布・回収 

（平成 16・18 年の市民アンケートの回答率 48.5%）

 

推進事業調査報告 

 

検討会議に提出するプランのワーキング案作成 

 

会長・副会長を選出 

プラン策定の今後の進め方を説明 

愛知県男女共同参画室による講話「最近の男女共同参

画の動向」 

 

自治会、商工会、愛知みなみ農業協同組合、NPO 団

体等、６団体へのヒアリング調査を実施 

 

プランの素案についての意見交換 

 

市民アンケート・団体ヒアリング調査結果報告 

プランの素案についての意見交換 

各分野で議論し、理解を深めるための勉強会実施の決

定 

 

プランを構成する「働きやすい場づくり」「誰もが参

画のまちづくり」「人権尊重と男女平等の意識づくり」

「生涯安心の暮らしづくり」の 4 分野に分かれて推進

検討会議委員による勉強会を各 2 回開催 

 

勉強会での意見を踏まえたプランの素案についての

意見交換 

 

プラン素案の修正報告 

プランの原案の内定 
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10 月 2～31 日 

 

      

 12 月 22 日 

 

 

 

平成 19 年～ 

 

 

 

【改訂】 

平成 23 年 9 月 15 日～ 

     9 月 29 日 

 

平成 24 年 5 月 11 日

 

 

5 月 25 日

 

 

8 月 2 日

 

 

10 月 25 日

 

 

11 月 19 日

 

 

12 月 19 日

 

 

平成 25 年 1 月 16 日 

 

 

平成 25 年 3 月 4 日 

 

 

 

パブリックコメントの実

施 

 

第 4 回田原市男女共同参

画推進検討会議 

 

 

田原市男女共同参画推進

懇話会、 

庁内ワーキング会議 

 

 

市民アンケート調査実施

 

 

H24年度第1回庁内ワー

キング会議 

 

第 16 回田原市男女共同

参画推進懇話会 

 

H24年度第2回庁内ワー

キング会議 

 

プラン改訂第 1 回修正部

会 

 

第 17 日田原市男女共同

参画推進懇話会 

 

プラン改訂第 2 回修正部

会 

 

H24年度第3回庁内ワー

キング会議 

 

第 18 回田原市男女共同

参画推進懇話会 

 

 

市民からの 18 件の意見等を受理 

 

 

パブリックコメントの結果報告 

プラン決定 

今後の展開への意見交換 

 

両会議において、毎年度、プランの達成状況を確認 

 

 

 

 

市内在住の 20 歳以上の男女から無作為に 1,000 名を

抽出し、郵送による配布・回収 

 

男女共同参画に関する各事業担当課の取組について 

 

 

プラン修正部会を立ち上げ、プラン策定時から変化し

ている社会動向等について検討 

 

男女共同参画に係る事業で、プラン策定時から変化し

ているもの等について意見交換 

 

プラン改訂骨子（案）について意見交換 

 

 

修正部会での意見交換内容を反映させたプラン改訂

骨子（案）の確認、確定 

 

プラン＜改訂版＞（案）の確認 

 

 

プラン＜改訂版＞における推進施策の取組について、

成果指標について 

 

修正部会での意見交換を反映させたプラン＜改訂版

＞（案）の確認、確定 
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田原市男女共同参画推進プラン 

平成２５年３月改訂 
 

■発行／田原市 

■協力／田原市男女共同参画推進懇話会 

■編集／田原市市民環境部市民協働課 

■〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場３０－１ 

TEL：0531-23-3504 FAX：0531-23-0180 

E-mail：kyoudou@city.tahara.aichi.jp 

■URL：http://www.city.tahara.aichi.jp/section/kikaku/danjokyoudou_suishin.html 



第６回男女共同参画フェスティバルについて 

 

１ 概 要  

 （１）開催目的 
市民や市民活動団体等が交流する場を設け、田原市男女共同参画推進プランの

目標「みんなが自分らしく輝けるまち・たはら」を目指す。 

 
 （２）開 催 日  平成２５年８月２５日（日） ※前回懇話会にて決定 

 
 （３）開催場所  田原文化会館 多目的ホールほか 

 
 

２ 協議事項  

（１）運営体制（案） 
    ・懇話会にフェスティバル運営部会を設置する。 
    ・企画・準備は運営部会において進め、当日の運営は懇話会委員全員で行う。 
    ・懇話会委員の中から運営部会委員を選定し、部会長を選出する。 
    ・フェスティバル開催までに４回程度の運営部会を開催する。 

 
（２）開催内容（案） 

   ・市民活動団体による出展（パネル展示、ステージ発表、バザー等） 
   ・映画上映 
   ・講演会 
   ・活躍する女性（団体）との意見交換会 
   ・ 
   ・ 

 ※詳細については平成２５年度第１回目の懇話会で協議する。 

 

 

 参考 第５回フェスティバル開催内容 

    日時：平成２４年８月２６日（日） 

    日程： 10:00～14:00  交流ひろば（多目的ホールほか） 

        14:00～16:20  映画祭（開場 13:30） 

                上映作品「60 歳のラブレター」（監督／深川栄洋） 

資料５ 



（案） 

平成２５年３月  日  

 
各  位 

 
田原市男女共同参画推進懇話会事務局  

 
   田原市男女共同参画推進懇話会委員の推薦について（依頼） 

 
 早春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 田原市男女共同参画推進懇話会規約第４条第２項に基づき、下記のとおり懇

話会にご参加いただける委員の推薦をお願いいたします。 

 
記 

 
１ 懇話会の概要 

別添「田原市男女共同参画懇話会規約」、別紙１「田原市男女共同参画推

進懇話会 概要」をご参照ください。 

 
２ 委員の要件 
 ○推薦いただく委員は、貴組織・団体の構成員であることとします。 

 
３ 委員の任期  平成２７年３月３１日までの２年間 

 
４ 推薦方法 
 ○別紙２の推薦書に必要事項をご記入の上、４月２３日（火）までに田原市

役所市民協働課まで、ＦＡＸまたはＥメールにてご提出ください。 

 
５ その他 
 ○任期は平成２５年度、平成２６年度の２年間ですが、要件を満たしていれ

ば、継続してご推薦いただくこともできます。 
 ○任期途中で辞任される場合は、後任者をご推薦いただきます。 
 ○本会議は、委員に対する報酬・謝礼はありません。 

 
 

 

  
【連絡先】 
田原市男女共同参画推進懇話会事務局 

  田原市役所 市民協働課（柴田） 

  TEL 23-3504 FAX 23-0180 
  e-mail：kyoudou@city.tahara.aichi.jp 

資料６－１ 



（案） 

田原市男女共同参画推進懇話会 概要 

 

１ 懇話会の概要  
 

（１）目 的 
田原市における男女共同参画社会を実現するため、市民、市民活動団体、

事業者及び市の機関が協働する場として懇話会を設け、推進策に取り組む。 

 
（２）組 織 

公募参加者、市民活動団体・事業者からの推薦者、市の機関の職員等で構

成する委員（２５人以内）で構成し、会長・副会長を互選する。 

 
（３）事 業 

○年３回（予定）の会議において、男女共同参画に関する市及び各分野の

取組状況を確認するとともに、市全体又は各分野における事業を市民協

働で取り組む。（※会議は５月、１０月、３月頃を予定しています。） 
○市民に男女共同参画の意識を啓発するためのイベント、講演会等を開催

する。イベントの開催は、男女共同参画フェスティバル（Ｈ２５年８月

２５日（日））等を予定しています。 
 
 
２ 委員の役割  

（１）会議の会議に出席し、男女共同参画に関する報告、検討、情報交換等を

行うこと 
（２）懇話会が主催する男女共同参画事業（イベント等）に携わること 
（３）会議後、懇話会での協議事項等を所属団体に報告し、田原市の男女共同

参画を推進すること 

 
 
 
【事務局】 
 田原市役所 市民協働課 
 TEL：0531-23-3504 FAX：0531-23-0180 
 E-mail：kyoudou@city.tahara.aichi.jp 
 

  

別紙１ 



（案） 

 

田原市男女共同参画推進懇話会事務局 行 

FAX：0531-23-0180 

E-mail：kyoudou@city.tahara.aichi.jp 
 
 

田原市男女共同参画推進懇話会委員推薦書 
 

４月２３日（火）までにご提出をお願いします。 

 
 

組織・団体名                     

 
組織・団体連絡先（電話番号）              

 
 

委員にご推薦いただく方 

役職等 
 
 
 

（ふりがな）

氏 名 
  

（                 ） 
 
 

性 別 
 
 男 ・ 女 
 

連絡先 
 

※資料等 

送付先 

住    所 
〒   － 
 
 

電 話 番 号 
 
 
 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
 
 
 

Ｅ メ ー ル 

ア ド レ ス 

 
 
 

備      考 

 

※役職等の欄には「代表者・役員の名称」、若しくは「構成員・会員」などのご身分をご記入下

さい。 

 

別紙２ 



平成２５年４月１日号 広報たはら掲載 
 
 
男女共同参画推進懇話会委員の募集 
男女共同参画社会の実現に向けて、市民・団体・事業者・市がそれぞれの取り組み

などについて協議する懇話会の委員を募集します。 
 
【募集概要】 

募集人員 ５人以内（応募多数の場合は市の選考により決定） 

応募資格 
市内在住または市内で活動している団体に所属し、田原市にお

ける男女共同参画の推進に意欲のある方 

任期 平成２７年３月３１日まで 

応募方法 

市民協働課で配布する申込書（田原市ホームページからダウン

ロード可）に必要事項を記入のうえ、４月２３日（火）までに郵

送またはＦＡＸ・Ｅメールにて 

その他 無報酬のボランティアです。 

問合せ先 

田原市役所 市民協働課 

〒４４１－３４９２（所在地記載不要） 

電話：２３－３５０４  ＦＡＸ：２３－０１８０  

 Ｅメール：kyoudou@city.tahara.aichi.jp 

 

○田原市ホームページ 

http://www.city.tahara.aichi.jp 

資料６－２ 



田原市男女共同参画推進懇話会事務局行 FAX：0531-23-0180 
 

田原市男女共同参画推進懇話会 公募委員申込書 
 

平成２５年  月  日 
 

 

所 属 

 
いずれかにご記入下さい 

個 人 
 

← 個人の場合、左欄の個人を丸で囲って下さい。 
  

団 体 

名称 
 
（役職等                      ）

（ふりがな） 

氏 名 
 

（                   ） 
 
                        【性別：   】

男女共同参画に 

 

関する活動意欲 

 

及び実績など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先 
 

※資料等送付先 

住 所 
〒   － 
 
 

電話番号 
 
 
 

Ｆ Ａ Ｘ 

番 号 

 
 
 

Ｅメール 

アドレス 

 
 
 

備      考 

 
 
 
 

※役職等の欄には「代表者・役員の名称」、若しくは「構成員・会員」などのご身分をご記入ください。 

別 紙 
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